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 計画の基本的な考え方 

 計画策定の背景 

総務省が実施する「 住宅・ 土地統計調査」 によ る と 、 居住その他の使用がなさ

れていない空家等は一貫し て増加し ており 、 平成 25 年には全国で 820 万戸の空

家等が存在し ていま す。空家等の中には、適切に管理さ れず老朽化が進行し てい

る も のがあり 、そのよ う な空家等が周辺の居住環境に与える 保安上、衛生上、 景

観上等への悪影響が社会問題と し て注目さ れる よ う になっ てき ま し た。  

空家等の発生は、人口減少、高齢化の進展、家族構成の変化、建築物の老朽化、

住宅の需給バラ ンス 、地域産業構造の変化など 多様な要因に拠る も のですが、対

策を 施さ ないま ま では今後も 管理不全の空家等が増加し 、 問題が一層深刻化す

る こ と が懸念さ れま す。  

こ のよ う な状況を踏ま え、 平成 26 年 11 月に「 空家等対策の推進に関する 特

別措置法」（ 以下、「 空家等対策特措法」 と いう 。） が公布さ れ、 平成 27 年 5 月に

完全施行と なり 、 本格的な空家等対策の法的枠組みが構築さ れま し た。  

空家等対策特措法では、 空家等の適切な管理を所有者又は管理者（ 以下、「 所

有者等」 と いう 。） の責務と し 、 ま た、 住民に最も 身近な行政主体であり 、 空家

等の状況を 把握する こ と が可能な立場にある 市町村を 空家等に関する 対策の実

施主体と し て位置付けていま す。  

本市は、県下市町村の中で特に空家率が高い自治体の一つと なっており 、空家

等が地域にも たら す様々な問題が顕在化し つつあり ま す。 その問題に対応する

ため、こ れま でにも 、老朽化し た空家等への対応を実施し てき ま し たが、平成 29

年度に空家等対策特措法に基づく 「 常滑市空家等対策協議会」 を立ち上げ、良好

な居住環境の保全等の観点から 、 空家等への対策について協議を 重ねてき ま し

た。  

こ れら の経緯を 踏ま え、 市民が安全にかつ安心し て暮ら すこ と のでき る 環境

を確保する と と も に、空家等の活用を促進する こ と によ り 、本市のま ちの魅力を

創造し ていく こ と を目的と し て、「 常滑市空家等対策計画」（ 以下、「 本計画」 と

いう 。） を策定し ま す。  

 

  

空家等： 空家等対策特措法第 2 条第 1 項 
建築物（ 戸建住宅、 集合住宅、 店舗、 工場等） 又はこ れに附属する 工作

物であっ て居住その他の使用がなさ れていないこ と が常態であ る も の及
びその敷地（ 立木その他の土地に定着する 物を含む。 第十四条第二項にお

いて同じ 。） をいう 。  
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 計画の位置付け 

１  法的な位置付け 

本計画は、空家等対策特措法第 7 条第 1 項に規定さ れた「 空家等対策計画」 で

あり 、空家等に関する 対策を 総合的かつ計画的に実施する ため、国の基本的な指

針に即し た計画と し ていま す。  

２  上位計画等と の関連 

本計画の内容は、 愛知県が策定し た「 愛知県住生活基本計画 2025」、「 愛知の

都市づく り ビ ジョ ン」、「 愛知県都市計画区域マス タ ープラ ン」 の内容を 踏ま えた

も のと し ま す。  

ま た、 本計画は、「 第５ 次常滑市総合計画」、「 第６ 次常滑市総合計画」 を 上位

計画と し 、「 常滑市都市計画マス タ ープラ ン」 と 連携する 計画と し て整合を 図り

ながら 位置付けていき ま す。   

国 

 

空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 

空家等に関する 施策を総合的かつ計画的に実施する ための基本的な指針 

管理不全空家等及び特定空家等に対する 措置に関する 適切な実施を図る

ために必要な指針 

県 
愛知県住生活基本計画 2025（ 平成 29 年 3 月）  

根拠 

根
拠 

市 
第５ 次常滑市総合計画 

第６ 次常滑市総合計画 

常 滑 市 空 家 等 対 策 計 画  

（ 平成 30～令和 9 年度）  

 関 連 計 画  

常滑市都市計画マス タ ープラ ン 

整合 

連携 

整合 

愛知の都市づく り ビ ジョ ン（ 平成 29 年 3 月）  

空家等活用促進区域の設定に係る ガイ ド ラ イ ン 

空家等対策計画の位置付け 
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 計画期間 

計画期間は、 2018( 平成 30) 年度から 2027( 令和 9) 年度ま での 10 年間と し ま

す。  

ただし 、 上位・ 関連計画である「 第５ 次常滑市総合計画」、「 第６ 次常滑市総合

計画」 及び「 常滑市都市計画マス タ ープラ ン」 の見直し や新たな法律等の制定等

に対応し 、 必要に応じ て計画の見直し を 図り ま す。  

 

 

 計画の対象とする地区 

 本市の空家等の分布は行政域全体に及んでいる こ と から 、 本計画の対象と す

る 地区は市内全域と し ま す。  

 

 

 

 

 

 計画の対象とする空家等の種類 

 本計画の対象と する 空家等の種類は、「 空家等対策特措法」 第２ 条第１ 項で規

定する 「 空家等」 と し ま す。  

 ただし 、新たな空家等の発生を抑制する 対策も 必要になる こ と から 、法で規定

する「 空家等」 に該当し ない「 空家等と なる おそれのある 住宅」 も 含める こ と と

し ま す。  

 

 

  

計画の対象と する 地区： 市内全域 

計画期間： 2018( 平成 30) 年度から  
      2027( 令和９ ) 年度ま で 

 計画の対象と する 空家等の種類：  

「 空家等対策特措法」 第２ 条第１ 項で規定する 「 空家等」  

及び「 空家等と なる おそれのある 住宅」  
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 空家等の状況及び課題 

 都市特性の整理 

１  人口の推移 

本市の総人口は、 昭和 53 年の 55, 707 人を ピ ーク に減少を 続けてき ま し た

が、平成 17 年 2 月の中部国際空港セント レ アの開港を契機と し て増加に転じ 、

平成 27 年 3 月末日には 57, 830 人と なり ま し た。  

年少人口（ 0～14 歳） 及び生産年齢人口（ 15～64 歳） は、 空港開港ま では減

少が続き ま し たが、空港開港を 契機と し て増加に転じ 、以降、増加し ていま す。 

老年人口（ 65 歳以上） は一貫し て増加し ており 、 平成 6 年には、 年少人口

を 上回り ま し た。  

２  人口推計 

本市の人口は、 中部国際空港セント レ アの開港によ る 空港関連従業員等の

流入によ り 増加し 続けていま すが、 今後の施策実行効果や社会情勢の変化等

は予測不可能である こ と から 、 本計画では、「 第６ 次常滑市総合計画」 におけ

る 現状に即し た “ 常滑市独自推計” を 採用し ま す。“ 常滑市独自推計” では、

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症が収束に向かう こ と でその後の航空需要の回復と

と も に人口減少に歯止めがかかり 、再び増加する 見込みです。し ばら く は人口

増加が継続する 見込みですが、 少子高齢化によ る 子育て世代の減少によ り 、

2035( 令和 17) 年度頃をピ ーク に人口減少に転じ る こ と が予測さ れま す。  

人口の推移 

資料： 住民基本台帳 各年 3 月末日現在
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３  世帯構成の推移 

国勢調査によ る 平成 7 年から 平成 27 年ま での本市の世帯構成（ 一般世帯）

の推移を 図に示し ま す。  

高齢者（ 65 歳以上） を 含む世帯数は、 平成 7 年の 6, 073 世帯から 20 年後の

平成 27 年の 9, 168 世帯へと 20 年間で約 1. 5 倍に増えていま す。  

一方、 高齢者の単身世帯に注目する と 、 平成 7 年の 777 世帯から 平成 27 年

の 2, 053 世帯へと 20 年間で約 2. 6 倍に増えており 、 高齢化の進行に増し て、

高齢者の単身世帯化が進行し ている こ と が分かり ま す。  

本市の世帯構成（一般世帯）の推移 

資料： 国勢調査（ 平成 7 年～平成 27 年）

9,046 8,948
10,069

12,242
13,312

5,296 5,904
6,347

6,869
7,115

777
984

1,362

1,639

2,053

15,119
15,836

17,778

20,750

22,480

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

65歳以上の単身世帯

世帯員が2人以上で、65歳以上の世帯員のいる世帯

65歳以上の世帯員がいない世帯

7,709

8,508

（一般世帯数）

6,073
6,888

9,168

総人口及び 3 区分別人口の推計（各年 3 月末時点） 

出典：第６次常滑市総合計画 
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 住宅・土地統計調査による空家の状況 

１  住宅・ 土地統計調査 

住宅・ 土地統計調査と は、住宅と 世帯の居住状況、世帯の保有する 土地等の実

態を 把握し 、 その現状と 推移を明ら かにする ため、 総務省が 5 年ごと に行う 調

査です。  

 

２  全国・ 愛知県の住宅と 空家の状況 

 住宅・ 土地統計調査によ る 全国及び愛知県の住宅数、 空家数、 世帯数、 １ 世

帯当たり の住宅数を 図に示し ま す。  

全国の住宅数、 空家数、 世帯数、 １ 世帯当たり の住宅数 

資料： 住宅・ 土地統計調査( 昭和 38 年～平成 25 年)

2,109

2,559

3,106

3,545
3,861

4,201

4,588

5,025

5,389

5,759
6,063

2,182

2,532

2,965
3,283

3,520
3,781

4,116
4,436

4,726
4,997

5,245

52 103 172 268 330 394 448
576 659 757 820

2.5%
4%

5.5%

7.6%
8.6%

9.4% 9.8%
11.5% 12.2%

13.1% 13.5%

0.97 1.01

1.05 1.08 1.10 1.11 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

昭和
38年 43年 48年 53年 58年 63年

平成
5年 10年 15年 20年 25年

住宅総数（万戸）

世帯数（万世帯）

空家数（万戸）

空家率

1世帯当たり住宅数（戸）

（万戸、
万世帯）

※ 「 その他の住宅」

は、賃貸・ 売却等

の目的を 持た な

いため、他の区分

と 比べ、空家等と

な っ た 場合に管

理不全にな る 可

能性が高いと 考

えら れま す。  

 

住宅・ 土地統計調査における 空家の定義 

※ 
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・  昭和 38 年の調査時は、 全国でも 愛知県でも 、 世帯数に対し て住宅数が不

足し ている 状態でし た。 し かし 、 昭和 43 年には住宅総数が世帯総数を 上

回り 、 その後も 世帯数の増加を 上回る ペース で住宅数が増加し 、 住宅余剰

の傾向が続いていま す。 昭和 38 年から 平成 25 年ま での 50 年間で、 1 世

帯当たり の住宅数は、 全国平均で 0. 97 戸から 1. 16 戸に、 愛知県平均で

0. 96 戸から 1. 14 戸に上昇し ていま す。  

・  こ れに伴っ て空家も 増加し ており 、 平成 25 年の空家数（ すべての種類の

住宅） は全国で 820 万戸、 愛知県内で 42 万 2 千戸です。  

・  空家率（ すべての種類の住宅） は、 昭和 38 年から 平成 25 年ま での 50 年

間で、 全国で 2. 5%から 13. 5%に、 愛知県で 2. 4%から 12. 3%に大き く 上昇し

ていま す。  

・  需要以上に住宅が供給さ れる こ と が、空家の増加の一つの要因である と 考

えら れま す。  

  

962

1,243

1,579

1,843
1,994

2,182

2,414

2,681

2,899

3,133

3,439

1,001
1,227

1,498

1,676
1,800

1,955

2,168

2,365

2,562

2,791

3,021

23 55 98 167 185 211 229
299 333 344

4220.96 1.01

1.05 1.10 1.11 1.12 1.11 1.13 1.13 1.12 1.14
2.4%

4.4%

6.2%

9.1%
9.3% 9.7% 9.5%

11.2% 11.5% 11.0%
12.3%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

昭和
38年 43年 48年 53年 58年 63年

平成
5年 10年 15年 20年 25年

住宅総数（千戸）

世帯数（千世帯）

空家数（千戸）
空家率

1世帯当たり住宅数（戸）

（千戸、
千世帯）

愛知県の住宅数、 空家数、 世帯数、 １ 世帯当たり の住宅数 

資料： 住宅・ 土地統計調査( 昭和 38 年～平成 25 年)
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３  本市の住宅と 空家の状況 

 住宅・ 土地統計調査の結果によ る 本市の住宅数、 空家数、 世帯数及び１ 世帯当

たり の住宅数を図に示し ま す。  

 

・  平成 25 年の本市の総住宅数は 26, 720 戸で、 5 年前と 比較する と 4, 320 戸

増加し 、 増加率は愛知県平均の約 2 倍の 19. 3%です。  

・  平成 25 年の空家数（ すべての種類の住宅） は 4, 250 戸で、 空家率は 15. 9%

と 愛知県平均を 3. 6 ポイ ント 上回っ ていま す。  

・  空家数は、 平成 15 年（ 2, 790 戸） から 平成 20 年（ 2, 880 戸） にかけては

90 戸（ 3. 2%） の増加にと ど ま り ま し たが、 平成 20 年から 25 年にかけて

は、 1, 370 戸（ 47. 6%） の大幅な増加を 示し ていま す。  

・  空家率は平成 15 年から 平成 20 年にかけて 1. 8 ポイ ント 減少し たも のの、

平成 20 年から 平成 25 年にかけて 3 ポイ ント の増加に転じ ていま す。  

・  平成 25 年の 1 世帯当たり 住宅数は 1. 18 戸と 、 全国平均、 愛知県平均を 上

回っ ていま す。  

 

本市の住宅数、空家数、世帯数、１世帯当たりの住宅数 

資料： 住宅・ 土地統計調査( 平成 10 年～25 年)  
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４  愛知県内市町村の「 その他の住宅」 の空家率 

空家等と なっ た場合に管理不全と なる 可能性が高い「 その他の住宅」 につい

て、 県内市町村の空家率（ 平成 25 年） を図に示し ま す。  

・  愛知県内市町村の「 その他の住宅」 の空家率の平均 3. 9%に対し 、 本市は

8. 3%で、 高い方から 3 番目です。  
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愛知県内市町村の「その他の住宅」の空家率 

資料： 住宅・ 土地統計調査( 平成 25 年)
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 平成 29 年度空家等実態調査 

１  水道閉栓情報によ る 空家等の位置の推定 

本市では、こ れま で、空家等に関する 全市的な実態調査を実施し ていないた

め、 本市水道課が管理する 水道閉栓情報（ 平成 29 年 6 月現在） を使用し て、

本市内の空家等の所在を推定し ま し た。  

 水道閉栓情報による空家等の抽出方法 

集合住宅及び市営住宅を 除く

建物の水道メ ータ ーのう ち、 給

水が停止さ れている も のは市内

全域で 1, 957 戸あり ま し た。 こ

れを 空家等であ る と 仮定し てい

く こ と と し ま す。  

 

 推定空家の分布 

図の緑色のポイ ン ト は、 閉栓

さ れた水道閉栓状況から 推定さ

れる 空家等の位置です。  

オレ ン ジ色は、 推定空家等の

粗密を示し たも のです。  

本市の空家等は、 北部の大野

町から 南部の坂井ま で、国道 155

号及び国道 247 号よ り 西側の旧

市街地に 多い こ と が 分か り ま

す。  

特に、 常滑地区の旧市街地に

空家等が集中し ていま す。  

 

  

水道閉栓情報から 推定し た空家等の分布 
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２  地区別空家率及び空家密度 

左の図は、本市全体の推定空家率（ 住宅 100 戸当たり の空家等戸数に相当）

を 町目単位で示し た図です。空家率の算出に使用し た住宅数は、住民基本台帳

( 平成 29 年 3 月末日現在) の世帯数に、 住宅・ 土地統計調査の１ 世帯当たり 住

宅戸数（ 平成 25 年： 1. 18） を乗じ た数と し ていま す。  

右の図は、 推定空家密度（ 面積 1 平方キロ メ ート ル当たり の空家等戸数に

相当） を 町目単位で示し た図です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  本市全体の平均推定空家率は 7. 0%です。  

・  北部では大野町、 小林町で 10%を超えていま す。  

・  中央部では常滑西小学校区の旧市街地で、 10%を 超えていま す。 本

町及び山方町では 15%を 超え、 市場町では 20%を 超えていま す。  

・  東部においては、 ど の地域でも 10%以下の空家率です。  

・  本市全体の推定空家密度は 35. 0 戸/ｋ ㎡です。  

・  空家密度は、 名鉄線沿いに北部の大野町から 、 常滑地区の本町、

山方町を 経て、 阿野町付近ま で 150 戸/ｋ ㎡を超えていま す。  

・  大野町、 本町、 市場町の空家密度は 300 戸/ｋ ㎡を 超えていま す。 

地区別推定空家率 地区別推定空家密度 

［空家率］ 

［空家密度］ 
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３  高齢者の居住状況と 空家等の分布状況 

空家等の発生と 関連性の高い高齢者の居住に関する 指標を 中心に地図表示

し ていま す。左の図は高齢化率、右の図は高齢者単独世帯率と 空家等の分布の

関係を示し た図です。  

人口及び世帯構成は、 住民基本台帳( 平成 29 年 3 月末日現在) を使用し てい

ま す。  

・  高齢化率を みる と 、 青海地区では全体（ 特に大野町）、 鬼崎地区

の多屋、 若松町、 常滑地区の本町、 市場町、 奥条、 山方町、 保示

町、大曽町、南陵地区では全体的に高く 、特に熊野町、古場町、

檜原が高いこ と が分かり ま す。  

 

・  高齢化率が高い地区の中で、 高齢者単独世帯率が高い青海地区

の大野町、金山、鬼崎地区の神明町、大和町、常滑地区の本町、

瀬木町、 奥条、 山方町、 奥栄町、 白山町、 大曽町、 南陵地区の海

岸側全体で今後も 空家等が増加する おそれがあり ま す。  

高齢者単独世帯率 高齢化率 

［高齢化率］ 

[高齢者単

独世帯率］ 
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 市が把握する危険な空家等の分布 

１  市が把握する 危険な空家等 

本市では、 平成 21 年以降、 主に周辺に悪影響を も たら し ている と 住民や区

長等から 情報を 寄せら れた危険な空家等の情報を 管理し ていま す。  

当該空家等に対し ては、 空家等対策特措法の施行前から 職員が現地に赴い

て実態を 把握する と と も に、周辺に悪影響を 及ぼし ている も のについては、当

該空家等の所有者等に対し 、 必要な改善の要請等を実施し てき ま し た。  

こ れによ り 改善さ れたも のを 含め、 本市が把握する 空家等の分布を 図に示

し ま す。  

 

 

※ 上記空家等のう ち、「 危険」 65 件及

び「 注意」 33 件（ 合計 98 件） を 

「 ２ －５  市が把握する 空家等所有

者に対する アンケート 調査」の対象

と し ていま す。   

市が把握する 空家等の内訳（ 件)  

危険 65 

注意 33 

安全 5 

除却 63 

空家でない/対応未 13 

空家でない/対応済 5 

合計 184 

市が把握する危険な空家等の分布 

(「 危険」「 注意」「 安全」 合計 103 件)
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 市が把握する危険な空家等の所有者に対するアンケート調査 

１  意識調査の概要 

 アンケート調査の目的 

主に周辺に悪影響を も たら し ている と 住民や区長等から 情報を 寄せら れた

空家等の所有者に対し 、空家等と なっ た背景や現在の状況、今後の利用予定等

に関する 意向を 調査し 、 本市の空家等対策に係る 資料と し ま し た。  

（ 資料編 P. 74「 空家に関する アンケート 調査へのご協力のお願い」）  

 アンケート調査の対象とした空家等 

住民や区長など から 情報を得た空家等のう ち、職員によ る 事前調査で「 危険

判定」 及び「 注意判定」 に該当する 98 件について、 所有者の意識・ 意向を 把

握する ため、 郵送によ る アンケート 調査を 実施し ま し た。  

 所有者の調査 

対象と なる 空家等の所有者及び住所は、 当該建物の登記情報等によ り 調査

し ま し た。  

 調査期間 

意識調査は、 平成 29 年 9 月 11 日から 9 月 25 日に実施し ま し た。  

 調査対象空家数 

  
   

（件） 

アンケート調査対象 98 

  所有者不明で未送付 9 

  アンケート送付 89 

    住所不明で返送 4 

    未回収 31 

    回収 54 

      有効回答 52 

      無効回答 2 

 意識調査項目 

調査項目は、 回答者、 対象建物の状況、 管理状況、 今後の活用意向等、 合計

16 の設問を設定し ま し た。  

（ 資料編 P. 75～78「 常滑市内の空家に関する アンケート 調査」）  

  

回 収 率： 60. 7% 

有効回答率： 58. 4% 
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２  アンケート 調査の結果 

 16 の設問のう ち、 主要な設問についての集計結果を示し ま す。  

 問３ 現在の建物の状態 

・  現在の建物の状態は、「 使用し てい

る 」 が 20 件( 38%）、「 空家である 」

が 31 件( 60%) でし た。  

※ 「 使用し ている 」 と「 空家である 」 の

両方に回答さ れた 10 件については、

問 4 以降の空家についての質問に解

答がある ため、「 空家である 」 に分類

し ま し た。  

※ 有効回答 52 件のう ち 1 件は、「 相続放

棄し た」 と あり 、建物の状態について

の回答はあり ま せんでし た。  

 

 問３－１，２ 使用状況や解体予定 

（ 複数回答可）  

・  「 空家である 」 と 回答さ れた 31 件のう ち、「 解体予定がない」 と 回答さ れ

たも のが 12 件、「 解体予定がある 」 若し く は「 売却又は譲渡予定」 と 回答

さ れたも のが計 19 件でし た。  

 

 

9

10

12

4

2

4

5

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

売却又は譲渡予定

解体予定有

解体予定無

除却済み

別荘

車庫のみ使用

貸している

倉庫として使用

n=49

使用して

いる

20
38%空家であ

る

31
60%

その他

1
2%

n=52
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 問４ 空家建物の建築時期 

・  空家と なっ た建物 31 件の建築時期は、 計 23 件( 74%) が旧耐震基準である

昭和 56 年以前、 そのう ち計 18 件( 58%) は現行の建築基準法が制定さ れた

昭和 25 年以前に建築さ れていま し た。  

・  「 分から ない」、「 無回答」 は計 7 件( 23%) あり ま し た。  

・  平成 13 年以降に建築さ れたも のは 1 件でし た。  

 

 問５ 空家になった時期 

・  空家になっ た時期は、 平成元年以降が計 23 件( 74%) と 大部分を 占めま し

た。  

・  昭和 63 年以前は 4 件( 13%) 、「 分から ない」 及び無回答は計 4 件( 13%) でし

た。  

 

昭和25年

以前
18

58%
昭和26年～

昭和46年

5
16%

平成13年

以降

1
3%

分からない
6

20%

無回答
1

3%

n=31

昭和63年

以前

4
13%

平成元年

～5年

5
16%

平成6年

～10年

4
13%

平成11年

～15年

4
13%

平成16年

～20年

3
10%

平成21年

～25年

7
22%

分からない
1

3%

無回答
3

10%

n=31
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 問７ 空家となった理由 

・  空家になっ た最も 多い理由は、「 相続等によ り 取得し たが入居し ていない」

で、 10 件( 32%) あり ま す。  

・  その他の理由と し て、「 別の住宅に転居し た」 6 件( 19%) 、「 貸し ていた人が

転居又は亡く なっ た」 5 件( 16%) 、「 住んでいた人が施設入所、 長期入院し

た」 5 件( 16%) の順と なっていま す。  

 

 問８ 空家の現状 

・  「 掃除をすればすぐ に活用可能」、「 多少の修繕は必要だが活用可能」 と の

回答は計 9 件( 28%) でし た。  

・  「 老朽化や破損によ り 活用は困難」、「 破損し 保安上危険」 と の回答は、 計

15 件( 49%) でし た。  

相続により

取得した

が入居し

ていない

10
32%

別の住宅に転

居した

6
19%

住んでいた人

が施設入所、

長期入院した

5
16%

貸していた人

が転居又は

亡くなった

5
16%

その他
2

7%

無回答

3
10%

n=31

掃除をすればすぐ

に活用可能

2

6%

多少の修繕

は必要だが

活用可能

7
22%

老朽化や破損に

より活用は困難

12
39%

破損し

保安上

危険

3
10%

わからない

3
10%

その他
1

3%
無回答

3
10%

n=31
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 問１１ 空家建物の維持・管理について困っていること 

（ 複数回答可） 

・  空家建物の維持・ 管理で困っ ている こ と と し て、 最も 多かっ た回答は、

「 管理に手間がかかり 大変」、「 身体的、 年齢的な問題で維持・ 管理が困

難」 がと も に 10 件でし た。  

・  一方、「 特に困っ ていない」 と の回答も 6 件あり ま し た。  

 問１３ 空家建物の今後の活用予定 

（ 複数回答可） 

・  「 売り たい」、「 貸し たい」、「 地域に有効活用し ても ら いたい」 と 、 今後の

空家の有効活用を 希望する 回答は計 18 件でし た。  

・  「 住宅を解体し たい」 と の回答は 12 件でし た。  

・  「 予定がない（ 現状のま ま ）」 と の回答は 9 件でし た。  

2

9

12

2

3

4

2

12

0 2 4 6 8 10 12 14

その他

予定なし（現状のまま）

住宅を解体したい（又は解体する予定である）

自分又は家族や親族が維持・管理をする

子や孫に任せる

地域に有効活用してもらいたい

貸したい（又は貸してもよい）

売りたい（又は売ってもよい）

n=27

2

6

1

1

2

5

10

10

0 2 4 6 8 10 12

その他

特に困っていない

管理の委託料が高く負担が大きい

管理を頼める相手を探すのが大変

すぐに苦情を言われる

現住所から対象建物までの距離が遠い

身体的、年齢的な問題で維持・管理が困難

管理に手間がかかり大変

n=25
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 問１４ 空家建物の今後の活用について困っていること 

（ 複数回答可） 

・  「 解体し たいが、 解体費用が負担と なり 解体でき ない」 13 件、「 解体し て

更地にし たいが、 固定資産税等がど う なる のか心配」 12 件と 、解体し たい

と 考えている が費用面の心配がある 回答が多く あり ま し た。  

・  「 今後の活用予定がないので、 ど う し たら よ いのか分から ない」 と の回答

も 10 件あり ま し た。  

 

 問１６ 今後の活用や管理に関する要望 

（ 複数回答可） 

・  今後の活用や管理に関し ては、 相談窓口の設置を 求める 声が多く 、「 解体や

リ フ ォ ームについて」 が 10 件、「 活用、 維持管理、 相続問題など 」 が 8 件、

「 宅建業者や相談でき る 窓口など の支援」 が 5 件の順でし た。  

  

2

10

5

8

0 2 4 6 8 10 12

その他

解体やリフォームについて相談できる窓口などの支援をして

ほしい

宅建業者や相談できる窓口などの支援をしてほしい

活用、維持管理、相続問題などについて相談できる窓口を教

えてほしい

n=17

5

3

1

1

2

4

5

7

10

12

13

0 2 4 6 8 10 12 14

その他

特に困っていない

リフォームや耐震化をして活用したいが、その費用が大きな負担

相続が決まっていないため、現状から何もできない

活用方法について家族や親族間で意見が分かれている

所有していたいが、管理ができない

荷物・仏壇等が置いたままであり、その処分に困っている

賃貸・売却したいが、相手が見つからない

今後の利用予定がないので、どうしたらよいのかわからない

解体して更地にしたいが、固定資産税等がどうなるのか心配

解体したいが、解体費用が負担となり解体できない

n=26
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 市が把握する危険な空家等の現地調査 

１  現地調査の概要 

 現地調査の目的 

主に周辺に悪影響を も たら し ている と 住民や区長など から 情報を 寄せら れ

た空家等について、 用途、 構造、 接道状況等の現状を 確認する と と も に、 腐朽

等によ る 周辺への悪影響の程度を 評価する こ と によ り 、 今後の空家等対策特

措法に基づく 「 特定空家等」 判定のための資料の一つと する も のです。  

 現地調査の対象とした空家等 

意識調査の結果、 当該建物に「 居住し ている 」「 貸し ている 」 と 回答のあっ

た建物を 除く 89 件の空家等に対し 、 現地調査を 実施し ま し た。  

 調査方法 

意識調査時に同封し た「 土地立入承諾について」 によ り 建物敷地内への承諾

を 得た空家等については、 敷地内に立ち入り 、 外観目視調査を 行いま し た。  

承諾を 得ら れなかっ た空家等については公道上から 外観目視調査を 実施し

ま し た。  

（ 資料編 P. 79「 土地立入承諾について」）  

 調査項目、老朽化等の評価基準 

「 特定空家等に対する 措置」 に関する 適切な実施を図る ために必要な指針 

（ ガイ ド ラ イ ン）（ 平成 27 年 5 月国土交通省） に準拠し「 空家調査票」 を 作成

し ま し た。  

（ 資料編 P. 80「 空家調査票」）  

 調査期間 

現地調査は、 平成 29 年 11 月 1 日から 11 月 30 日に実施し ま し た。  

 調査対象者数 

調査対象建物： 89 件 

う ち、 敷地内立入調査： 32 件、 公道上から の調査： 57 件 

 判定結果の評価方法 

空家調査票（ P. 80）の調査建物ごと の判定結果は、評定項目①～⑫のＡ ，Ｂ ，

Ｃ ，Ｄ の評定結果のう ち、最も 悪い評定をその建物の総合判定と し ま し た。（ Ａ

評定がひと つでも あれば、 判定結果はＡ 。）  
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２  現地調査の結果 

 現地調査項目のう ち、 主要な項目についての集計結果を 示し ま す。  

 建築物の現状 

・  調査対象の 89 件のう ち、 81 件( 91%) が建物と し て現存し ていま し た。  

・  6 件( 7%) は建物が除却さ れ、 更地と なっ ていま し た。  

・  その他の 2 件( 2%) のう ち、 1 件は建物が崩落し 敷地内に残置さ れ、 1 件は

敷地が月極駐車場と し て利用さ れていま し た。  

 立入調査の可否 

・  調査対象の 89 件のう ち、 32 件( 36%) は敷地内への立入承諾が得ら れ、 敷

地内に立ち入り 調査を し ま し た。  

・  残り 57 件( 64%) は敷地内への立入承諾がなく 、 道路から 調査し ま し た。  

・  道路から 調査し た 57 件のう ち 10 件は、建物の一部が目視調査でき ま せん

でし た。   

81
91%

6
7% 2

2%

建築物の現状

現存

更地

その他

n=89

32
36%

47
53%

10
11%

立入調査の可否

敷地へ立入り調査

道路から調査

道路から一部調査

n=89
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 建築物の傾斜等 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、 倒壊のおそれがある ( Ａ ， Ｂ 評定) は、 計

26 件( 32%) でし た。  

・  46 件( 57%) は、 建築物の傾斜等はあり ま せんでし た。  

 

 基礎、土台 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、 基礎、 土台の損傷が大き いも の( Ａ ， Ｂ 評

定) は、 計 11 件( 13%) でし た。  

・  33 件( 41%) は、 基礎、 土台の損傷はあり ま せんでし た。  

・  30 件( 37%) は、 基礎、 土台の目視調査ができ ま せんでし た。  

  

24
30%

2
2%

4
5%4

5%

46
57%

1
1%

①建築物の傾斜等

A 建築物の崩壊、落階、上階と
のずれがある

B 基礎に不同沈下がある

C 建築物が1/20超傾斜してい
る

D 建築物が1/20以下傾斜して
いる

E 特に問題なし

G 目視調査できなかった

n=81

5
6%

6
7%

4
5%

33
41%

3
4%

30
37%

②基礎、土台の損傷

A 基礎、土台に大きな亀裂、破損又
は変形がある

B 基礎、土台の腐朽、破損、変形又
は蟻害がある

C 基礎と土台の緊結金物の腐食、
脱落がある

E 特に問題なし

F 対象が見当たらなかった

G 目視調査できなかったn=81
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 外壁 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、 外壁が剥落し 、 壁体を貫通する 穴が生じ

ている も の( Ａ 評定) は、 36 件( 44%) 、 外壁の剥落、 腐朽等によ り 下地が露

出し ている も の( Ｂ 評定) は、 24 件( 30%) あり ま し た。  

・  計 71 件( 88%) の外壁に何ら かの問題があり ま し た。  

 屋根 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、屋根の落ち込みや浮き 上がり など の変形、

破損が著し いも の( Ａ 評定) は、 36 件( 45%) 、 屋根葺き 材が剥落又は飛散の

おそれがある も の( Ｂ 評定) は、 18 件( 22%) あり ま し た。  

・  計 72 件( 89%) が屋根・ 雨樋等に何ら かの問題があり ま し た。  

 

 

 

36
44%

24
30%

2
3%

9
11%

10
12%

③外壁
A 外壁の剥落により、壁体を貫通す
る穴が生じている

B 外壁の剥落、腐朽、破損により下
地が露出している

C 外壁に大きなひび割れ、錆等が
あり、外壁の脱落等の危険性があ
る
D 窓や戸袋等の破損等により落下
のおそれがある

E 特に問題なし
n=81

36
45%

18
22%

9
11%

9
11%

9
11%

④屋根
A 屋根の落ち込みや浮き上がりなど
の変形、破損が著しい

B 屋根葺き材が剥落、又は飛散の
おそれがある

C ひさし、裏板、たる木等が腐朽、破
損している

D 雨樋が垂れ下がり、留め具の痛
みにより脱落や飛散のおそれがあ
る

E 特に問題なし
n=81
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 門、塀 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、 門、 塀の存在が確認でき たも のは 31 件で

し た。  

・  門、塀が倒壊する おそれがある も の( Ａ ，Ｂ ，Ｃ ，Ｄ 評定) は、計 18 件( 21%)

でし た。  

 ごみ等の放置、不法投棄 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、 衛生上有害と なる おそれがある ごみ等の

放置、不法投棄があっ た箇所は、 3 件( 4％) でし た。いずれも 臭気の発生が

若干ある も の( Ｄ 評定) でし た。   

3
4%

75
92%

3
4%

⑩ごみ等の放置、不法投棄

D ごみ等の放置、不法投棄
による臭気の発生が若干あ
る

E 特に問題なし

G 目視調査できなかった

n=81

1
1%

12
15%

4
5%

1
1%

13
16%48

59%

2
3%

⑦門、塀
A 門又は塀の基礎部が陥没する等、
著しい沈下又は隆起がある

B 門又は塀に大きな亀裂等の劣化、
損傷等がある

C 門又は塀に変形、破損、錆、ぐらつ
き等がある

D 門又は塀が傾斜している

E 特に問題なし

F 対象が見当たらなかった

G 目視調査できなかったn=81
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 立木 

・  建築物が現存する 81 件のう ち、 立木の倒伏のおそれがある 又は道路通行

の妨げと なっている も の( Ａ ， Ｂ 評定) は、 計 5 件( 6％) でし た。  

・  立木の枝等が近隣の家屋の敷地に越境し ている も の( Ｃ 評定) は、 15 件

( 19%) あり ま し た。  

 判定結果 

・  総合判定結果は、 調査対象 89 件のう ち、 危険大( Ａ 評価) が 42 件( 47%) 、

危険( Ｂ 評定) が 29 件( 33%) で、 評定項目①～⑫のう ちで、 いずれかひと つ

以上で危険な状態( Ａ 評定又はＢ 評定) にあっ たも のが、計 71 件( 80%) と な

り ま し た。  

・  安全( Ｅ 評定) は、 9 件( 10%) にと ど ま っ ていま す。  

 

  

1
1%

4
5%

15
19%

59
73%

2
2%

⑫立木
A 立木の枯損等により隣地や道路等
に倒伏するおそれがある

B 立木の枝等が近隣の道路等には
み出し、歩行者や車両の通行を妨げ
ている

C 立木の枝等が近隣の家屋の敷地
に越境している

E 特に問題なし

F 対象が見当たらなかった
n=81

42
47%

29
33%

7
8%

2
2% 9

10%

判定結果

A 危険大

B 危険

C 要注意

D 今のところ安全

E 安全

n=89
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 令和 5 年度空家等実態調査 

１  空家等の実態調査 

市内における 空家等の状況を 把握する ため、 令和 5 年度に空家等の実態調

査を 実施し ま し た。 実態調査は机上調査、 現地（ 外観） 調査、 アンケート 調査

の三段階に分けて実施し 、その結果、新たに 735 件の空家等を 把握し ま し た。  

 

 実態調査の対象建物 

家屋課税台帳に登録さ れた建物の中から 、 空家等の可能性がある 建物を 抽

出し 、 実態調査の対象と し ま し た。  

   

 実態調査の調査単位 

空家等と する 建物が敷地内に複数ある 場合は、原則、独立し た建物単位と し

ま し た。  

 

 実態調査の調査手順（フロー） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

課税台帳上で居宅、 倉庫、 工場、 店舗系、 居宅付属建物、 共
同住宅に該当する 建物を抽出 

以下の条件によ り 、 空家の可能性がある 建物を抽出 
・ 水道閉栓情報で休止又は 1 年以上水道使用がない 
・ 建物所在地と 納税義務者の居住地が一致し ない 
・ 建物所在地と 住民基本台帳上の居住地が一致し ない 

１ ．「 机上調査」 によ る 空家等の候補の抽出     【 一次空家候補 1, 461 件】  

２ ．「 現地（ 外観） 調査」 等によ る 絞り 込み     【 二次空家候補 1, 150 件】  

現地で電気メ ータ が稼働し ている 、 又は洗濯物が干し てある 等の生活サイ
ンがある 建物を除外し 、 併せて建物の損壊状況を確認 

３ ．「 アンケート 調査」 を通じ た空家建物の特定       【 空家等 735 件】  

建物所有者（ 納税義務者又は管理者） にアンケート を 送付し 、 空家か否か
（ 建物を 使用し ている か否か） を確認 
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 机上調査による空家の可能性がある建物の推定 

１  机上調査の概要 

 机上調査の目的 

市内における 空家等の状況を 把握する にあたり 、 空家の可能性がある 建物

を 机上で抽出し 、 現地調査の対象と する 建物を 特定する こ と を 目的と し ま す。 

 

 机上調査による一次空家候補の抽出方法（フロー） 

  水道使用情報から 、 水道閉栓箇所（ 水栓廃止、 給水中止、 年間使用量ゼロ ）

の所在地番を 地番現況図で位置確認し た上、 地番現況図と 家屋現況図を 重ね

合わせ、 水道閉栓箇所の筆（ 土地） 上に存在する 建物を 抽出し ま し た。  

  抽出さ れた建物の家屋課税情報を 確認し 、 以下の順位で空家の可能性が高

い建物 1, 461 件を特定し ま し た。  

① 建物所在地と 住民基本台帳上の住所が一致し ていない 

② 建物所在地と 納税義務者の居住地が一致し ていない 

③ 建物用途によ る 優先順位（ 専用住宅系→倉庫系→工場系→店舗系→居宅

附属建物系→共同住宅系）  

  

 



28 

 

２  机上調査によ る 一次空家候補の結果 

 上記抽出方法で抽出し た 1, 461 件の空家の内訳は以下のと おり です。  

 建物所在地と住民基本台帳の住所が一致していない 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物所在地と納税義務者の居住地が一致していない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空家の可能性がある建物の建物用途 
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 現地（外観）調査による空家候補の絞り込み 

１  現地調査の概要 

 現地調査の目的 

市内における 空家等の状況を 把握する にあたり 、 前項で抽出さ れた空家の

可能性がある 建物 1, 461 棟に対し て現地調査を行い、 空家である 可能性の高

い建物を 把握する こ と を目的と し ま し た。  

 

 調査方法 

建物敷地内には立ち入ら ず、 公道上から の外観目視によ り 現地調査を 行い

ま し た。  

 

 調査項目 

  愛知県の「 空家等対策計画の作成に関する ガイ ド ラ イ ン」 に基づき 、現地調

査の項目及び評価内容をま と めた「 現場調査票」 を作成し 、現地調査を行いま

し た。  

  （ 資料編 P. 81～P. 82「 令和 5 年度 空家等現地調査票」）  

 

 調査期間 

現地調査は、 令和 5 年 9 月 25 日から 令和 5 年 11 月 6 日に実施し ま し た。  

 

 空家等の判定方法 

空家である か否かの判定は、 現地での当該建物の生活サイ ン の有無や近隣

から の情報によ り 、 明ら かに判定でき る 場合はこ れによ り ま し た。  

こ れによ り 判定でき ない場合は、調査票に記載さ れた判定基準に基づき 、調

査員が現地で判定し ま し た。  

 

 空家の可能性がある建物の状態の確認 

今後の「 管理不全空家等」 及び「 特定空家等」 の判定のための参考資料と す

る ため、 外観調査で確認でき る 範囲内で空家の可能性のある 建物の状態を 調

査し ま し た。  
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２  現地調査の結果 

机上調査で抽出し た空家の可能性がある 建物 1, 461 棟のう ち、 現地調査に

よ り 空家である と 判定さ れた建物は 1, 075 棟でし た。 判定不能と なった建物

は 75 棟あり 、 その結果、 空家の可能性がある 建物は計 1, 150 棟、 空家ではな

いと 判定さ れた建物は 311 棟と なり ま し た。  

 

現場判定 

倒壊等の危険性 

計 
危険大 危険 要注意 

今のと こ ろ 
安全 

確認不能 

空家 3  9  1 5 0  9 0 0  1 3  1 ,0 7 5  

判定不能  1   6 4  1 0  7 5  

空家ではない   4  4 1  2 6 6  3 1 1  

計 3  1 0  1 5 4  1 ,0 0 5  2 8 9  1 ,4 6 1  

 

 

 

  

空家

1075

74%

判定不能

75

5%

空家ではない

311

21%

n=1461 

危険大

3

0%

危険

10

1%

要注意

150

10%

今のと こ ろ

安全

964

66%

確認不能

23

2%

空家ではない

311

21%

n=1461 
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 空家の可能性がある建物に対するアンケート調査 

１  アンケート 調査の概要 

 アンケート調査の目的 

現地調査で空家の可能性がある と 判定さ れた建物 1, 150 棟について、 市内

の空家等を 特定する こ と を 目的に所有者（ 納税義務者及び管理者） にアンケー

ト を 実施し ま し た。  

（ 資料編 P. 83「 空家に関する アンケート 調査へのご協力のお願い（ 令和５ 年

度）」）  

 アンケート調査対象 

アンケート 対象の建物は、 現地調査で空家の可能性が高いと 判定さ れた建

物 1, 150 棟と し ま し た。  

アンケート の送付先は、 家屋課税情報の「 納税義務者」 又は「 管理者」 と し

ま し た。  

同一所有者の建物が同一敷地内に複数存在し ている 場合は、 建物ご と に送

付せず、１ 所有者につき 代表建物に対し １ 通のみ送付し ま し た。共同所有の場

合は、 代表者１ 名に送付し ま し た。  

 調査方法及び調査期間 

アンケート 調査は、 郵送によ り 、 令和 5 年 12 月 25 日から 令和 6 年１ 月 15

日ま で実施し ま し た。  

アンケート 調査の回答は、 2 月 5 日到着分ま でを 集計対象と し ま し た。  

 回収結果等 

アンケート調査対象 1,150 棟 

  所有者不明等で未送付 30 棟 

  アンケート送付※ 907 通 

    未回収 341 通 

    回収 566 通 

      有効回答 560 通 

      無効回答 6 通 

※同一所有者の建物が同一敷地内に複数存在し ている 場合、 所有者単位で送付。 

 アンケート調査項目 

調査項目は、 回答者、 対象建物の状況、 管理状況、 今後の活用意向等の合計

17 の設問を設定し ま し た。  

（ 資料編 P. 84～87「 常滑市内の空家に関する アンケート 調査（ 令和５ 年度）」） 

回 収 率： 62. 4% 

有効回答率： 61. 7% 
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２  アンケート 調査結果（ 対象建物について）  

 対象建物についての回答結果を 示し ま す。  

 問２ 現在の建物の状態 

・  有効回答があっ た 560 件のう

ち、現在の建物の状態は、「 使用

し ている・ 除却済み」 が 335 件

( 60%）、「 空家である 」 が 225 件

( 40%) でし た。  

・  外見上空家のよ う に見え る 建

物であっ ても 、「 使用し ている 」

と いう 所有者も 多く いる こ と

が分かり ま す。  

 

 

 

 問２－１「使用している」と回答された建物の使用状況 

・  問２ で「 使用し ている ・ 除却済み」 と 回答があった 335 件のう ち、 使用状

況について回答があっ た 301 件を みる と 、「 倉庫と し て使用」 の回答が 224

件と 最も 多く 、次いで「 別荘」 35 件、「 貸し ている 」 24 件と なっていま す。  
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 問２－２「空家である」と回答された建物の解体や売却等の予定の有無の状況 

・  問２ で「 空き 家である 」 と 回答があっ た 225 件のう ち、 解体や売却等の予

定の有無の回答があっ た 206 件を みる と 、 半数以上の 129 件で「 解体予定

無」 の回答があり ま し た。「 解体予定有」 は 35 件にと ど ま っていま す。  

・  「 売却又は譲渡予定」 は 42 件の回答があり ま し た。  

 

  

129

35

42
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解体予定無
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３  アンケート 調査結果（ 空家建物の状況について）  

 空き 家建物の状況についての回答結果を示し ま す。  

 問３ 空家建物の建築時期 

・  空家建物の建築時期について回答のあっ た 215 件のう ち、 計 153 件( 71%)

が旧耐震基準である 昭和 56 年以前、 そのう ち 51 件( 24%) は現行の建築基

準法が制定さ れた昭和 25 年以前に建築さ れていま し た。  

・  「 分から ない」 は 40 件( 18%) あり ま す。  

 

 問４ 空家になった時期 

・  空家になっ た時期について回答のあった 209 件のう ち、 昭和年代が 12 件

( 6%) 、 平成前期( 平成元～15 年) が計 28 件( 13%) 、 平成後期( 平成 16～30

年) が計 78 件( 37%) 、 令和年代が 61 件( 29%) と 、 空家になっ てから 比較的

日が浅い建物が多いこ と が分かり ま す。  

・  「 わから ない」 は 30 件( 14%) でし た。  

 

昭和25年以前

51

24%

昭和26年

～昭和46年

68

32%

昭和47年

～昭和56年

34

16%

昭和57年

～平成12年
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問３
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 問５ 空家になる前の利用用途 

 

・  空家になる 前の利用用途について回答のあっ た 226 件のう ち、専用住宅が

184 件で、 共同住宅、 店舗、 工場・ 作業所、 倉庫も それぞれ 5 件前後あり

ま す。 その他の用途も 20 件あり ま し た。  

 

 問６ 空家になっている理由 

・  空家になっ ている 理由について回答のあった 214 件のう ち、最も 多い理由

は、「 別の住宅に転居し た」 で、 61 件( 28%) あり ま す。  

・  その他の理由と し て、「 相続等によ り 取得し たが入居し ていない」 58 件

( 27%) 、 住んでいた人が施設入所、 長期入院し た」 36 件( 17%) 、「 貸し てい

た人が転居又は亡く なった」 17 件( 8%) の順と なっ ていま す。  

184
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４  アンケート 調査結果（ 空家建物の管理について）  

 空き 家建物の管理についての回答結果を示し ま す。  

 問７ 空家建物の現状 

・  空家建物の現状について回答のあっ た 214 件のう ち、「 掃除をすればすぐ

に活用可能」、「 多少の修繕は必要だが活用可能」と の回答は計 127 件( 59%)

でし た。  

・  「 老朽化や破損によ り 活用は困難」、「 破損し 保安上危険」 と の回答は、 計

61 件( 29%) でし た。  

 

 問８ 空家建物の維持・管理の実施者 

・  空家建物の維持・ 管理の実施者について回答のあっ た 215 件のう ち、「 自

分若し く は家族」 が 163 件( 76%) と 最も 多く 、次いで「 親族」 が 25 件（ 12%)

で、「 不動産業者など の民間業者」 は 3 件( 1%) にと ど ま っ ていま す。  

・  「 誰も 管理し ていない」 も 20 件( 9%) あり ま し た。  

掃除をすれば

すぐ に活用可

能である
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 問９ 空家建物の維持・管理の割合 

・  問８ で、「 維持・ 管理を し ている 」 と の回答があっ た 215 件のう ち、 空家

建物の維持・ 管理を行う 割合については、 195 件の回答があり ま し た。  

・  「 週に 1～数回程度」「 月に 1～数回程度」 が合せて 75 件( 38%) 、「 半年に

1～数回程度」「 1 年に 1～数回程度」 が合せて 85 件( 44%) 、 合計で 160 件

( 82%) が維持・ 管理を 行っている と 回答し ていま す。  

・  一方、「 ほと んど し ていない」 の回答は 26 件( 13%) にと ど ま っ ていま す。  
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 問１０ 空家建物の維持・管理について困っていること 

（ 複数回答可）  

・  空家建物の維持・ 管理について困っ ている こ と については延べ 266 件の

回答があり 、「 管理に手間がかかり 大変」 ( 54 件) 、「 身体的、 年齢的な問

題で維持・ 管理が困難」( 53 件) 、「 現住所から 対象建物ま での距離が遠い」

( 49 件) の回答が多く あり ま し た。  

・  一方、「 特に困っ ていない」 と の回答も 72 件あり ま し た。  

 

 問１１ 空家建物の維持・管理をしていない理由 

（ 複数回答可） 

・  空家建物の維持・ 管理を し ていない理由については延べ 30 件の回答があ

り 、「 管理する 人がいないため」 ( 7 件) 、「 現住所から 空家建物ま での距離

が遠いため」 ( 4 件) の回答が多く あり ま し た。  
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５  アンケート 調査結果（ 空家建物の今後の活用など について）  

 空き 家建物の今後の活用など についての回答結果を 示し ま す。  

 問１２ 空家建物の今後の活用予定 

（ 複数回答可） 

・  空家建物の今後の活用予定については延べ 363 件の回答があり 、「 売り た

い」「 貸し たい」「 地域に有効活用し ても ら いたい」 と 今後の空家の有効活

用を 希望する 回答が計 174 件あり ま し た。  

・  「 住宅を解体し たい」 と の回答は 62 件でし た。  

・  「 予定なし （ 現状のま ま ）」 と の回答は 55 件でし た。  
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 問１３ 空家建物の今後の活用について困っていることや心配ごと 

（ 複数回答可）  

・  空家建物の後の活用について困っ ている こ と や心配ごと については、延べ

435 件の回答があり 、「 解体し たいが、 解体費用が負担と なり 解体でき な

い」 76 件、「 解体し て更地にし たいが、固定資産税等がど う なる のか心配」

58 件と 、 解体し たいと 考えている が費用面の心配がある 回答が多く あり

ま し た。  

・  「 今後の活用予定がないので、 ど う し たら よ いのか分から ない」 と の回答

も 70 件あり ま し た。  

・  「 特に困っ ていない」 と いう 回答も 51 件あり ま し た。  
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 問１４ 「空き家等対策特措法」の認知度 

・  「 空家等対策の推進に関する 特別措置法」 について知っている かの問いに

は 215 件の回答があり 、「 知っ ている 」 の回答が 45 件( 21%) あり ま し た。  

・  「 よ く 知ら ないが、 知り たい」 の回答は 138 件( 64%) あり 、「 知っ ている 」

と 合わせて 183 件( 85%) が空家等対策特措法に関心を 持っ ていま す。  

・  一方、「 知ら ないし 、 知ら なく てよ いと 思う 」 は 26 件( 12%) あり ま し た。  

 

 問１５ 「空き家バンク制度」の認知度 

・  空家の利活用制度と し ての「 常滑市空き 家バンク 」の認知度については 208

件の回答があり 、「 知っ ている 」 と の回答が 59 件( 28%) あり ま し た。  

・  「 知ら ないが、 知り たい」 の回答は 110 件( 53%) あり 、「 知っている 」 と 合

わせて 169 件( 81%) が空き 家バンク 制度に関心を持っ ていま す。  

・  一方、「 知ら ないし 、 知ら なく てよ いと 思う 」 は 31 件( 15%) あり ま し た。  
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 問１６ 「常滑市空き家バンク」の利用について 

・  「 常滑市空き 家バンク 」 の利用については 191 件の回答があり 、「 既に利

用し ている 」 と の回答は 2 件( 1%) あり ま し た。  

・  「 関心があり 、 今後利用し てみたい」 が 32 件( 17%) あり ま し た。  

・  「 利用し てみたいが、 内容がよ く 分から ない」 は 70 件( 37%) あり 、 上記 3

回答を 合わせ、 利用意向がある 回答は計 104 件( 54%) あり ま し た。  

・  「 利用する にあたり 、 障壁や懸念がある 」 は 31 件( 16%) あり ま し た。  

・  「 利用し たく ない」 は 56 件( 29%) あり ま し た。  
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 問１７ 今後の活用や管理に関する要望 

（ 複数回答可） 

・  今後の活用や管理に関する 要望については延べ 176 件の回答があり 、「 解

体やリ フ ォ ームについて相談でき る 窓口など の支援をし てほし い」 と の回

答は 56 件と 最も 多く あり ま し た。  

・  次いで、「 活用、 維持管理、 相続問題について相談でき る 窓口を 教えてほ

し い」 が 51 件、「 宅建業者や相談でき る 窓口を教えてほし い」 が 37 件あ

り ま し た。  
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 本市の空家等とその建物の状態 

１  本市の空家等の総数 

実態調査（ 机上調査、 現場（ 外観） 調査、 意向調査） によ り 、 新たに 735 件

の空家等を 把握し ま し た。 こ れに、 既存の空家台帳に登録さ れた 180 件のう

ち更地・ 資材置場、 建て替え中を除いた現存する 空家 177 件を合わせ、空家の

総数は 912 件と なり ま し た。  

 実態調査により把握した空家 

現地調査で空家の可能性がある と 判定さ れた 1, 150 件のう ち、 アンケート

調査を実施し た家屋が 1, 120 件、 所有者不明等の理由でアンケート 調査を 実

施でき なかったも のが 30 件と なり ま し た。  

アンケート を 実施し た 1, 120 件のう ち、「 空家である 」 と 回答さ れたも のが

285 件、 返信はあっ たが無効回答であったも のが 7 件、 アンケート 調査の返信

がなかっ たも のが 416 件あり 、 こ れら について空家と 判断し ま し た。ま た、 ア

ン ケート 調査を 実施し なかっ たも ののう ち、 取り 壊さ れて更地等と なっ てい

たも のを 除く 27 件も 空家と 判断し ま し た。  

こ れら を 合計する と 735 件と なり ま す。  

 

［ 現地調査対象 1, 150 件の空家判定結果］          

現地調査 

での判定 

アンケート  

調査 

回答の 

有無 

意向調査 

での判定 

件数 

( 907 通内訳)  
備考 

空家の可能性

がある と 判定 

1, 150 件 

実施 

1, 120 件 

（ 907 通※）  

あり  空家 285 件( 225 件)   

あり  無効回答 7 件(   6 件)   

あり  
空家では

ない 
412 件( 335 件)  

 

なし  － 416 件( 341 件)   

未実施： 30 件 

（ 所有者不明等）  
－ － 

27 件  

3 件 取り 壊し 済 

調査数小計 1, 150 件( 907 件)   

空家数小計 735 件( 572 件)   

 

 

※907 通と は、 同一所有者の建物が同一敷地内に複数存在し ている 場合は、 建物ごと に

送付せず、 所有者単位で送付し たため。  

 

  

空家  空き 家ではない 
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 既存の空家台帳登録分の空家 

既に空家台帳に登録さ れている 180 件について、現地調査を 行っ た結果、空

家と し て存在し ている 建物が 177 件、 更地・ 資材置場、 建て替え中の建物が 3

件あり ま し た。  

［ 空家台帳 180 件の空家判定結果］  

 

 

 

 空家として把握した 912 件の内訳 

 

  

現地の状態 件数 備考 

空家と し て現地に存在   177 件  

更地・ 資材置き 場又は建て替え中  3 件  

台帳数小計 180 件  

空家  空き 家ではない 

空家  空き 家ではない 
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２  現地調査の結果 

 実態調査によ り 把握し た空家 735 件と 空家台帳に登録さ れた空家 177 件を 合

わせた計 912 件に対し て行っ た現地調査の集計結果を 示し ま す。  

 建築物の現状 

・  調査対象の 912 件のう ち、 899 件( 99%) が建物と し て現存し ていま し た。  

・  13 件( 1%) は、 樹木の繁茂等によ り 公道から 確認ができ ま せんでし た。  

 建物の傾斜等 

・  調査対象の 912 件のう ち、 傾斜等の調査ができ たも のは 880 件で、 838 件

( 92%) は建物の傾斜が認めら れま せんでし た。  

・  建物の崩壊、 階落、 上階と のずれがある も のは 15 件( 2%) あり ま し た。  

・  建物が 1/20 超傾斜し ている も のが 5 件( 1%) 、 1/20 以下傾斜し ている も の

が 16 件( 2%) あり ま し た。  

・  建物に不同沈下が見ら れる も のは、 6 件( 1%) あり ま し た。  

13

1. 4%

899

98. 6%

確認不能

建物が現存

n=912

建築物の崩壊、 落階、 上階と

のずれがある

不同沈下が見ら れる

建築物の1/20超傾斜し ている

と 見ら れる

建築物の1/20以下傾斜し てい

る と 見ら れる

傾斜は認めら れない

確認不能

n=912

15

1. 6%

6

0. 7%

5

0. 5% 16

1. 8%

838

91. 9%

32

3. 5%
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 基礎、土台の損傷 

・  調査対象の 912 件のう ち、 基礎、 土台の損傷状況が調査でき たも のは 565

件で、 基礎、 土台に異常が見ら れないも のが 520 件( 57%) あり ま し た。  

・  6 件( 1%) に基礎、 土台に大き な亀裂、 破損、 変形が、 23 件( 2%) に基礎、 土

台の一部に破損、 変形が見ら れま し た。  

・  16 件( 2%) に基礎にひび割れが見ら れま し た。  

・  計 45 件( 5%) が基礎、 土台に何ら かの問題があり ま し た。  

 外壁 

・  調査対象の 912 件のう ち、 外壁の状態が調査でき たも のは 876 件で、 外壁

に多少の汚れはある が、 異常が認めら れないも のが 675 件( 74%) でし た。  

・  外壁が剥落し 、 壁体を 貫通する 穴が生じ ている も のは、 41 件( 5%) 、外壁の

剥落、腐朽等によ り 下地が露出し ている も のは、113 件( 12%) あり ま し た。  

・  窓や戸袋等の破損によ り 落下のおそれがある も のは 43 件( 5%) あり ま し た。 

・  計 201 件( 22%) が外壁に何ら かの問題があり ま し た。  

6

0. 7%

23

2. 5%

16

1. 8%

520

57. 0%

347

38. 0%

基礎、 土台に大き な亀裂、 破

損、 変形が見ら れる

基礎、 土台の一部に腐朽、 破

損又は変形が見ら れる

基礎にひび割れが見ら れる

異常は認めら れない

確認不能

n=912

41

4. 5%
113

12. 4% 4

0. 4%

43

4. 7%

675

74. 0%

36

3. 9% 外壁の剥落によ り 、 壁体を貫

通する 穴が生じ ている

外壁の剥落、 腐朽、 破損によ

り 下地が露出し ている

外壁に大き なひび割れがある

窓や戸袋等の破損によ り 落下

のおそれがある

多少の汚れはある が、 異常は

認めら れない

確認不能

n=912
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 屋根 

・  調査対象の 912 件のう ち、 屋根の状態が調査でき たも のは 879 件で、 666

件( 73%) に異常があり ま せんでし た。  

・  屋根の落ち込みや浮き 上がり など の変形、破損が著し いも のは、54 件( 6%) 、

屋根葺き 材が剥落又は飛散のおそれがある も のは 59 件( 6%) 、 ひさ し 等が

腐朽、 破損し ている も のは 88 件( 10%) あり ま し た。  

・  計 213 件( 23%) が屋根・ 雨樋等に何ら かの問題があり ま し た。  

 門、塀 

・  調査対象の 912 件のう ち、門、塀の存在が確認でき たも のは 891 件で、783

件( 86%) には問題があり ま せんでし た。  

・  門、 塀が閉鎖さ れている も のは 97 件( 11%) でし た。  

・  門、 塀破損し 侵入可能なも のは 11 件( 1%) でし た。  

 

54

5. 9% 59

6. 5%

88

9. 6%

12

1. 3%

666

73. 0%

33

3. 6% 屋根の落ち込みや浮き 上がり な

どの変形、 破損が著し い

屋根葺き 材が剥落、 または飛散

のおそれがある

ひさ し 等が腐朽、 破損し ている

雨樋が垂れ下がっている

異常は認めら れない

確認不能

n=912

11

1. 2%

97

10. 6%

783

85. 9%

21

2. 3%

破損し 侵入可能

閉鎖

問題なし

確認不能

n=912
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 ごみ等の放置、不法投棄 

・  調査対象の 912 件のう ち、 ごみ等の放置、 不法投棄があっ たも のは 160 件

で、 731 件( 80%) には問題があり ま せんでし た。  

・  ごみ等の放置、 不法投棄が大量に存在し たも のが 18 件( 2％) 、 少量存在し

たも のが 142 件( 16%) あり ま し た。  

 倒壊等の危険性の総合判定 

・  調査対象の 912 件のう ち、 危険性が判定でき たも のは 883 件でし た。  

・  倒壊等の危険度の総合判定結果は、「 危険大」 が 6 件( 1%）、「 危険」 が 24 件

( 3%) 、「 要注意」 が 159 件( 17%) 、「 今のと こ ろ安全」 が 694 件( 76%) と でし

た。  

 

18

2. 0%

142

15. 6%

731

80. 2%

21

2. 3%

大量に存在

少量存在

なし

確認不能

n=912

6

0. 7%
24

2. 6%

159

17. 4%

694

76. 1%

29

3. 2% 危険大

危険

要注意

今のと こ ろ安全

確認不能

n=912
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 空家等の分布状況 

１  空家の分布状況 

令和 5 年度に空家実態調査を

行っ た結果、 空家等と 判定さ れ

た建物は市内全域で 912 件あり

ま し た。  

図は、空家の分布を 200ｍ四方

のメ ッ シュ 内の戸数と し て表現

し たも のです。  

本市の空家等は、 北部の大野

町から 南部の坂井ま で、国道 155

号及び国道 247 号よ り 西側の旧

市街地に多く 、特に、常滑地区の

栄町、陶郷町、南陵地区の 水町

など の旧市街地に集中し ていま

す。  

市内全域の空家等の分布 



51 

 

２  高齢者の居住状況と 空家等の分布状況 

空家等の発生と 関連性の高い高齢者の居住に関する 指標を 中心に地図表示

し ていま す。左の図は高齢化率、右の図は高齢者単独世帯率を 示し た図です。  

人口及び世帯構成は、 住民基本台帳( 令和 5 年 8 月末日現在) を使用し てい

ま す。  

・  高齢化率を みる と 、 青海地区では全体、 鬼崎地区の若松町、 新

明町、 蒲池町、 常滑地区の山方町、 保示町、 大曽町、 南陵地区

では全体的に高く 、 特に 水町、 泉町、 唐崎町、 檜原、 苅屋、 苅

屋町、 大谷、 小鈴谷、 広目、 坂井が高いこ と がわかり ま す。  

 

・  高齢化率が高い地区の中で、 高齢者単独世帯率が高い青海地区

の金山、 久米、 矢田、 晩台町、 鬼崎地区の神明町、 蒲池町、 常滑

地区の山方町、 保示町、 大曽町、 南陵地区の海岸側全体で今後

も 空家等が増加する おそれがあり ま す。  

高齢者単独世帯率 高齢化率 

［高齢化率］ 

[高齢者単

独世帯率］ 
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 課題の整理 

１  一般的な空家等の発生要因 

空家等の発生要因は、 一般的に、 建物所有者、 地域コ ミ ュ ニティ 、 市場、 法的

制約等に起因する 次のよ う なも のがあり ま す。  

 自宅の継承、後始末に関する問題意識・当事者意識の希薄化 

・  相続によ り 遠隔地居住者が所有者と なった場合、 家や地域に愛着が薄く 、

自身が管理し なければなら ないと いう 意識があま り ない。  

・  ひと り 暮ら し 高齢者の施設入所等によ る 、 長期の不在への備えがない。  

 改修・除却・片付け費用の経費負担 

・  利活用や売却のために必要な改修、 除却、 片付け等の費用負担が大き い。 

 他人に貸すことへの抵抗 

・  利活用の選択肢と し て「 自分の家を 他人に貸す」 と いう 発想がない。  

・  手続き の煩雑さ や、 借り 主の利用方法に不安がある 。  

 活用や除却の保留、無関心 

・  将来の売却や自身での利用を 見据え、 現状維持のま ま 保留する 。  

・  思い出や愛着から 除却、 売却等の意向がない。  

 相談者の不在、選択肢の不備 

・  情報がなく 、 近く に気軽に相談でき る 事業者や団体がいない。  

 需給バランスの不均衡 

・  個人住宅の賃貸や中古売買は、性能不安や需給間の希望価格の差など から

市場が拡大し ない。  

・  賃貸アパート ・ マンショ ン物件の流通量が多く 、 個人住宅は賃貸物件と し

て選択さ れにく い。  

 所有者への働きかけに対する障害 

・  所有者が不明の場合や遠隔地居住の場合が多く 、空家等の実態把握すら 困

難である 。  

・  住民の私有財産の利活用にま で行政が関与する のは難し い。  

 固定資産税の負担増 

・  空家等の除却によ り 、 固定資産税の住宅用地特例の適用がなく なり 、 税負

担が増える 。  
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２  管理不全の空家等が地域に与える 悪影響 

管理不全の空家等の存在は、 近隣住民及び地域全体に様々なかたちで問題を

も たら し ま す。  

管理不全の空家等がも たら す外部不経済（ 周囲への悪影響、第三者に与える 損

害や迷惑） には、 次のよ う なも のがあり ま す。  

 

 防災性の低下（倒壊の危険性） 

・  空家等が放置さ れて老朽化する と 、 全体が傾いたり 屋

根や外壁等の一部が剥離・ 飛散し たり する など 、隣家や

通行人等へ危害を 及ぼし ま す。 特に台風や地震など の

災害時には危険性が高ま り ま す。  

 衛生の悪化（ごみの散乱・悪臭） 

・  ごみの放置や不法投棄、 害獣・ 害虫の発生等によ り 、 衛

生上の問題が発生し ま す。  

・  浄化槽の破損・ 汚水の流出、 動物の生息、 悪臭、 樹枝の

越境など によ り 生活環境上の問題を 引き 起こ し ま す。  

 防犯性の低下（不審者・放火の可能性） 

・  管理さ れていない空家等には人の目が届かず、 不審者

が住み着いたり 、 放火によ る 不審火等の懸念が発生し

たり する など 、 犯罪の温床と なる 可能性も あり ま す。  

 景観の悪化 

・  建物の老朽化、 ごみの散乱、 草木の放置など は、 ま ちの

景観破壊につながる おそれも あり ま す。  

 地域のイメージ・活力の低下 

・  空家等が一定の割合で増加する と 、地域コ ミ ュ ニティ が

希薄化する こ と があり 、 特に商店街においては、 いわゆる「 シャ ッ タ ー通

り 」 化し 、 ま ちの魅力が低下し ていく おそれがあり ま す。  
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３  本市の課題 

 全国、県平均、隣接市との比較 

下表は、 本市の空家率（ 住宅・ 土地統計調査、 平成 20 年、 平成 25 年、 平成 30

年）、 高齢化率（ 国勢調査、 平成 22 年、 平成 27 年、 令和 2 年） について、 全国、

愛知県、 隣接市（ 半田市、 知多市） と 比較し たも のです。  

資料： 空家率は住宅・ 土地統計調査、 高齢化率は国勢調査 

・  平成 30 年の「 その他の住宅」 の空家率は、 愛知県平均の 2 倍以上、 県内

で空家率の高い順で 3 番目に位置し 、 平成 20 年から 30 年ま での 10 年間

で 2. 8 ポイ ント の大幅な上昇を示し ていま す。  

・  高齢化の進行についてみる と 、 特に 75 歳以上の後期高齢者の割合が愛知

県平均及び半田市と 比べて高く なっ ていま す。  

・  空家等の発生が県内他市町村に比べても 早い年代に始ま り 、かつ現在も 継

続中である こ と から 、 高齢化が隣接市に先んじ ている こ と が、 高い空家率

の要因の一つと 推定さ れま す。  

 

 本市の空家等の特徴 

本市では空家等を めぐ る 次のよ う な課題が顕在化し つつあり 、 安全で快適

な市民生活の確保や地域社会の発展のために、 こ れら の動向に留意する 必要

があり ま す。  

 高齢化の進行に伴う課題 

・  空家等の増加と の関係性がある と さ れる「 高齢者単独世帯」 の分布を みる

と 、本市においても 、地域における 高齢者の世帯状況と 空家等の分布には、

強い関係性がみら れま す。  

・  人口に対する 高齢者の割合は、 県平均や隣接市に比べて高く 、 早い年代か

ら 始ま っ ている こ と から 、 空家率が高く 、 管理不全の空家等の蓄積も 進行

し ていま す。  

 

 

空 家 率 高 齢 化 率 

すべての種類の住宅 その他の住宅 65 歳以上 75 歳以上 

Ｈ 20 年 Ｈ 25 年 Ｈ 30 年 Ｈ 20 年 Ｈ 25 年 Ｈ 30 年 Ｈ 22 年 Ｈ 27 年 Ｒ 2 年 Ｈ 22 年 Ｈ 27 年 Ｒ 2 年 

全 国 13. 1% 13. 5% 13. 6% 4. 7% 5. 3% 5. 6% 23. 0% 26. 6% 28. 0% 11. 1% 12. 8% 14. 5% 

愛知県 11. 0% 12. 3% 11. 3% 3. 7% 3. 9% 4. 1% 20. 3% 23. 8% 24. 8% 8. 9% 10. 8% 12. 7% 

常滑市 12. 9% 15. 9% 13. 7% 5. 9% 8. 3% 8. 7% 23. 7% 25. 5% 25. 1% 11. 2% 12. 5% 13. 5% 

半田市 11. 9% 14. 5% 13. 2% 5. 0% 6. 2% 6. 6% 19. 4% 23. 0% 24. 3% 8. 6% 10. 5% 12. 3% 

知多市 9. 3% 12. 5% 11. 3% 3. 9% 5. 7% 6. 2% 20. 6% 25. 5% 27. 8% 8. 0% 10. 6% 14. 0% 
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イ 管理不全な空家等が引き起こす課題 

・  空家密度の高い地域では、 密集市街地での防災・ 防火（ 地震によ る 倒壊、

放火によ る 火災延焼等）、 衛生・ 景観（ 害虫発生や樹木の越境等）、 防犯上

の危険（ 不審者等の侵入等） が増加する おそれがあり ま す。  

・  空家率若し く は空家密度の高い地域では、管理不全の空家等の存在によ る

周辺の不動産価値の低下等、 周辺地域に及ぼす影響が拡大し 、 地域住民の

生活不安の拡大、 苦情発生のおそれがあり ま す。  

・  空家等が放置さ れる こ と によ り 、 地域全体のイ メ ージが悪化し て、 居住人

口の減少、 地域活力の低下、 過疎化・ 空洞化等が進行する おそれがあり ま

す。  

ウ  空家等の所有者等の認識に関する課題 

・  市内には、 放置さ れ、 危険な状態と なっている 空家等も 少なく ないこ と か

ら 、 所有する 空家等に対する 関心が低く 、 管理意識が不十分な空家所有者

が存在する と 思われま す。  

・  現時点で空家等によ る 問題がそれほど 顕在化し ていない地域や、 特に新規

に宅地開発さ れた空家等の発生がほと んど 見ら れない地域においても 、 将

来的な空家等の発生抑制や所有者等によ る 適切な管理の必要性を 啓発す

る 必要があり ま す。  

エ 空家等の活用に関する課題 

・  本市は、 古く から の焼き 物のま ちと し て独自の文化を持っ ていま すが、 空

家等を 地域資源と し て有効活用する こ と によ る 観光振興や地域活性化に

つなげる 必要があり ま す。  

・  空家等を 高齢者や住宅確保要支援者等のための賃貸住宅と し て活用し た

り 、 親と の同居・ 近居、 職住近接等によ る 定住人口の増加のための受け皿

と し て活用する 仕組みを 構築する 必要があり ま す。  

・  所有する 空家等を「 売り たい」、「 貸し たい」、「 地域に有効活用し ても ら い

たい」 と 考える 所有者に対する 、空家等利活用のアイ デアの提供や、流通・

転用を促す仕組みを 構築する 必要があり ま す。  
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 空家等対策に関する事項 

 空家等対策に関する基本的な方針 

１  空家等対策の基本的な方針 

本市では、市域西部の旧市街地を 中心と し て、管理不全の空家等が近隣に及ぼ

し ている 悪影響に関する 苦情や相談が増えていま す。こ のため、ま ず、 優先的に

取り 組むべき 事項と し て、   管理不全の空家等を削減する 取組 を 実施し ま す。 

そし て、周辺に大き な悪影響を及ぼすま でには至っ ていないも のの、適切な管

理が必要と なっ ている 空家等も 多いこ と から 、 すでに空家等と なっ た建物の所

有者等に対し て、   空家等の適正管理を 促す取組、 空家等の利活用を 促進する

取組を 実施し ま す。  

さ ら に、 本市の東部丘陵地及び新規に宅地開発さ れた空家等の発生がほと ん

ど 見ら れない地域等を 含めて、 今後の  空家等の発生を 抑制する 取組 を 実施

し ま す。  

 対策の枠組み 

 

  

管理不全の空家等を削減する 取組  

◇ 管理不全な空家等が地域住民の生活にも たら す様々な問題を解消する た

め、 適切な除却に向けた所有者等の意識啓発と と も に、 法に基づいた措

置の実施に向けた取組を 実施し ま す。  

Ａ 

空家等の適正管理を促す・ 空家等の利活用を 促進する 取組  

◇ 空家等の老朽化など に伴う 保安・ 環境問題等の発生を予防する ため、 適

切な管理に向けた所有者の意識啓発と と も に、 地域活性化施策や定住化

促進施策と 連携する 取組を実施し ま す。  

Ｂ 

空家等の発生を 抑制する 取組  

◇ 高齢化の進行、 高齢者単独世帯の増加等によ り 、 今後空家等が増加し て

いく こ と を 念頭に、 空家発生を予防し ていく 取組を 検討し ま す。  

 

Ｃ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
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 空家等対策の推進に向けた基本的な取組 

 管理不全の空家等を削減する 取組と し ては、 ま ず、 所有者等の管理責任の

実行を促すため、 ① 相談体制の整備と 空家データ ベース の整備に取り 組んだ

上、 空家等実態調査の結果を 踏ま え、「 常滑市管理不全空家等及び特定空家等

判定基準」 に基づき 管理不全空家等及び特定空家等に指定し た上で、 ② 空家

等対策特措法に基づく 措置に取り 組みま す。 平成 31 年度から は、 危険な空家

等の除却を 促進し 、地域の安全を 確保する こ と を目的に、危険空家住宅除却費

補助制度を 実施し ていま す。  

 

 空家等の適正管理を促す・ 空家等の利活用を 促進する 取組と し ては、 空家

等に対する ① 相談体制の整備と 空家データ ベース の整備を 推進する と と も

に、 所有者等の適正な管理意識を 醸成・ 浸透さ せる ための③ 周知・ 啓発活動

の展開及び所有者等によ る 空家等の解消と 利活用の促進に向け、 ④ 不動産関

連サービ ス の充実と 連携し た空家等活用の拡充 を 基本的な取組と し ま す。 令

和５ 年度から は、空家等の改修利活用を 促進し 、地域コ ミ ュ ニティ 維持によ る

地域活性化に資する こ と を 目的に、 空家利活用改修費補助制度を 実施し てい

ま す。  

 

 空家等の発生を 抑制する 取組と し ては、 住宅の処遇に対する ① 相談体制

の整備、 空家等と なる 前の段階における ③ 周知・ 啓発活動の展開を 基本的な

取組と し ま す。  

  

Ｂ 

対策の推進に向けた基本的な取組 

空家等の適正 
管理を 促す取組 

空家等の発生を 
抑制する 取組 

空家等発生 
予防・ 抑制 

周知・ 啓発活動の展開 

情報の集約・共有化 

〈 適正な管理〉  〈 空家等の解消・ 利活用〉  

空家等の利活用を 
促進する 取組 

空家等活用の拡充 

不動産関連サービス の充実 

所有者等の意向・対応 

管理不全の空家等 
を 削減する 取組 

危険空家の 
除却促進 

空家等対策特措法 
に基づく 措置 

地域活性化施策 

定住化促進施策 

Ａ Ｃ Ｂ Ｂ 

相談体制の整備 

空家データ ベース の整備 

 

 

 

①  

② 

③ 

④ 

① 

Ｃ 

Ａ 
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 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

本市では、高齢化の進行が隣接自治体に比べて先行し 、高齢者単独世帯も 増加

し ている こ と 等によ り 、 今後、 空家等が増加し ていく こ と が予測さ れま す。  

こ のため、既に存在する 空家等に関する 対策と 並行し て、空家等のそも そも の

発生を 抑制する 視点から の施策が必要です。  

空家等対策特措法第 3 条において、「 空家等の所有者等は、 周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさ ないよ う 、 空家等の適切な管理に努める も のと する 。」 と さ れて

いる よ う に、空家等の適切な管理は、第一義的に所有者等の責任において行われ

る べき も のです。  

１  空家等管理の重要性の啓発等 

 空家等となる前の段階での啓発 

・  現在自分が住む住宅について、 相続や引継ぎ手について考え、 空家等と な

る 前の段階で、あら かじ め処遇を決めておく 必要がある こ と について啓発

し ま す。  

・  相続は、 誰も が経験する 可能性がある こ と から 、 空家等の所有者やその相

続予定者だけでなく 、 すべての市民を 対象と し て、 空家等や家財の処分、

売却・ 賃貸、 後見人制度等を含めた様々な内容に対応する 相談体制を 充実

さ せま す。  
 

 所有者等自身による空家等管理の重要性の啓発 

・  空家等の管理の重要性や利活用等の相談窓口を 案内する リ ーフ レ ッ ト 等

を作成・ 配布し ま す。  

・  啓発リ ーフ レ ッ ト は本市のホームページに掲載する ほか、固定資産税納税

通知書と 併せて送付する など 、 市民の目に触れやすく し て、 空家等増加の

抑制、 管理不全な空家等の発生防止に努めま す。  
 

 空家等に関するデータベースの整備 

・  空家等実態調査の結果を基礎データ と し て、本市内に存在する 空家等の所

在、 所有者等、 建築物の状態、 所有者等の意向、 近隣・ 自治会等から の情

報、 行政から の指導等履歴等をデータ ベース 化し ま す。  

・  こ れら の情報を 庁内関係部署が共有でき る 仕組みを 構築し 、個別の空家等

の実態に即し た指導・ 助言等に活用し ま す。  
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 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

空家等や空家等を 除却し た跡地を 、 ま ちづく り や地域のコ ミ ュ ニティ 活動を

進める 上での地域資源と 捉え、 地域と の連携によ る 活用や流通を 支援し ま す。  

空家等の流通を 促すために、イ ンス ペク ショ ン（ 専門家によ る 建物現況調査）

の普及啓発を 進める など 、 関係団体と も 連携し ま す。  

１  空家等の利活用、 跡地利用の促進 

 地域資源としての空家等の転用促進 

・  利活用が可能な空家等については、 市場での流通だけでなく 、 ま ちづく り

の観点から 、 地域の特性を 踏ま え、 地域の政策課題の解決に資する 施設と

し ての転用を検討し ま す。  

・   地域コ ミ ュ ニティ の維持・ 再生の用途に供さ れる も のと し て以下に掲げる

用途への空家等の改修に要する 費用の補助を 検討し ま す。  

( ア)  地域活性化に向けた移住定住促進のための「 移住定住促進（ 賃貸）住宅」 

( イ )  子育て世帯の住ま いの確保や子育て環境整備のための「 子育て世帯向

けの住宅」「 子育て支援施設」 等 

( ウ )  介護等に従事する 外国人労働者の住ま いの確保のための「 外国人向け

の賃貸住宅」  

( エ)  地方創生に向けた商業観光振興のための「 宿泊施設」「 レ ス ト ラ ン」 等 

( オ)  中心市街地の賑わい創出のための「 シェ アオフ ィ ス 」「 カフ ェ 」「 商業施

設」 等 

( カ) 二地域居住や新し い働き 方実現のための「 テレ ワ ーク 施設」 等 

・  住宅と し ての適性を 有する 空家等については、「 新たな住宅セーフ ティ ネ

ッ ト 制度」（「 住宅確保要配慮者に対する 賃貸住宅の供給の促進に関する 法

律の一部を 改正する 法律」 に基づく 住宅確保要配慮者に空家等を 賃貸住宅

と し て貸し 出す制度） の本市への適用・ 展開について研究し ま す。  

 空家等の除却後の跡地利用 

・  市が所有する 市営住宅等の空家や個人が所有する 空家等の除却によ っ て

生じ たス ペース を 、地域の防災性の向上や地域活性化に資する ス ペース と

し て活用する こ と を検討し ま す。  
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 不動産関連サービスの充実 

・  中古住宅を 安心し て取引する ため、中古住宅のイ ンス ペク ショ ンや住宅履

歴情報の公開の普及を 促進し ま す。  

・  リ ノ ベーショ ン（ 改修によ る 住宅性能や価値の向上） 事例の紹介、 木造住

宅無料耐震診断、 耐震化助成制度の普及啓発を 推進し ま す。  

・  空家等の活用を サポート する コ ーディ ネータ ーの育成支援、専門家派遣等

を検討し ま す。  

・  「 マイ ホーム借上げ制度」 の紹介等、 家族構成やラ イ フ ス テージの変化に

対応し た住ま い方の啓発を 推進し ま す。  

 

・  愛知宅地建物取引業協会と 協定を 締結し 、「 常滑市空き 家バンク 」の設置、

空家等の流通促進を行う こ と で、 地域の空家対策を進め、 かつ、 不動産ス

ト ッ ク の流通・ 利活用を促進し ま す。  

  

常滑市空き家バンクのイメージ 

マイホーム借上げ制度のイメージ 

資料： ( 一社） 移住・ 住みかえ支援機構ホームページ
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 税制・財政等支援策の周知・啓発 

・  空家等の発生を 抑制する ための特例措置と し て創設さ れた、相続し た空家

等や除却後の土地の売却時における 優遇税制制度「 空き 家に係る 譲渡所得

の特別控除の特例」（ 平成 28 年度税制改正で創設） の周知を行いま す。  

・  高齢者が自分の家に住みながら 、自宅を担保に生活資金等を 一括又は年金

の形で借り 、 死亡し た時点で自宅を処分し て一括返済する「 リ バース モー

ゲージ」 制度の動向を 調査し 、 市民への情報提供を 行いま す。  

・  住民税非課税程度の低所得世帯を 対象と する「 不動産担保型生活資金貸付

制度」（ 愛知県社会福祉協議会） や、 高齢者が部分的バリ アフ リ ー工事又

は耐震改修工事を 含むリ フ ォ ーム を 行う 場合に要する 費用を 対象と する

「 高齢者向け返済特例制度」（ 住宅金融支援機構） 等の周知を 行いま す。  
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 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する事項 

市民の生命、 身体又は財産を 保護する と と も に生活環境の保全を図る ために、

地域住民の生活環境に深刻な影響を 及ぼし ている「 特定空家等」 及び適切な管理

が行われていないこ と によ り そのま ま 放置すれば特定空家等に該当する こ と と

なる おそれのある「 管理不全空家等」 と 認めら れる 建築物に対し 、 必要な措置を

講ずる も のと し ま す。  

１  管理不全空家等及び特定空家等 

 管理不全空家等及び特定空家等の定義 

・  特定空家等と は、 空家等のう ち、 以下の状態にある と 本市が認めたも ので

あり 、 管理不全空家等と は、 適切な管理が行われていないこ と によ り その

ま ま 放置すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれのあ る 状態にあ

る と 本市が認めたも のをいいま す。  

特定空家等（ 空家等対策特措法第 2 条第 2 項）  

ア.  そのま ま 放置すれば倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状態 

イ .  そのま ま 放置すれば著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態 

ウ .  適切な管理が行われていないこ と によ り 著し く 景観を損なっ ている 状態 

エ.  その他周辺の生活環境の保全を 図る ために放置する こ と が不適切である

状態 

 本市の判定基準の策定 

・  空家等が管理不全空家等及び特定空家

等に該当する か否かを 判定する 基準

は、 国土交通省「 管理不全空家等及び

特定空家等に対する 措置に関する 適切

な実施を 図る ために必要な指針( ガイ

ド ラ イ ン) 」 に定める 内容に準拠し て、

「 常滑市管理不全空家等及び特定空家

等判定基準」 を策定し ま す。  

・  本市においては、 適正に管理さ れてい

ない空家等が存在し ている 場合、 判定

の段階から 空家等の物的状態の評価に

加えて周辺への悪影響の程度等を 考慮

し 、 管理不全空家等及び特定空家等に

指定し ていく こ と と し ま す。   「管理不全空家等」及び「特定空家等」への

指定と措置の関係 

「 管理不全空家等」 及び「 特定空家等」
と 認めら れる か否か 

( 管理不全空家等及び特定空家等判定基準)  

①空家等の物的状態がア～エの各状態
である か否か 

②周辺への悪影響の程度等を考慮 

「 管理不全空家等」 及び「 特定空家等」
に指定 

「 管理不全空家等」 及び「 特定空家等」
の判定に当たり 、  

周辺への悪影響の程度等を考慮 

「 管理不全空家等」 及び「 特定空家等」
への措置 
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２  管理不全空家等への指定及び措置 

（１） 管理不全な空家等の把握と特定空家化の予防 

・   市民等から 提供さ れる 空家等に関する 情報に対応する だけでなく 、必要に

応じ て巡回パト ロ ールを実施し 、影響が少ない段階で管理不全な空家等を

発見、 特定空家化の予防を 図り ま す。  

（２） 空家等対策特措法に基づく措置の実施 

・  適切な管理が行われていないこ と によ り そのま ま 放置すれば特定空家等

に該当する こ と と なる おそれのある 状態にある と 認めら れる 場合は、「 常

滑市管理不全空家等及び特定空家等判定基準」 に基づき 、 空家担当課にお

いて管理不全空家等に該当する か否かの判定を 行いま す。  

・  管理不全空家等に指定し た場合は、 具体的な措置内容を 決定し 、 空家等対

策特措法第 13 条に基づく 指導、 勧告の措置を 段階的に実施し ま す。  

（３） 措置内容の決定 

・  管理不全空家等と 判定さ れた空家等の場合、特定空家等に該当する こ と と

なる こ と を 防止する ために必要な具体的な措置の内容を 決定し ま す。  

（４） 指導（法第 13 条第 1 項） 

・  管理不全空家等の状態を改善する こ と を 目的と し て、所有者等に対し て指

導を 行い、 所有者等自ら の意思によ る 改善を 促し ま す。  

・  指導によ り 、 その対象と なった管理不全空家等の状態が改善さ れた場合、

その履歴を 記録し ま す。  

（５） 勧告（法第 13 条第 2 項） 

・  指導を し た場合において、 なお当該空家等の状態が改善さ れず、 そのま ま

放置すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれが大き いと 認めら れ

る 場合は、 当該空家等の所有者等に対し 、 必要な措置の勧告を 行いま す。 

・   勧告を受けた管理不全空家等の敷地の用に供さ れている 土地については、

「 固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例（ P. 68）」 の対象から 除外

さ れま す。  

（６） 必要な措置が講じられたときの対応 

・  管理不全空家等の所有者等が、指導又は勧告に係る 措置を 実施し たこ と が

確認さ れた場合は、 当該建築物等は管理不全空家等ではなく なり ま す。  

・  こ のため、 勧告をし ている 場合には当該勧告を撤回する と と も に、 当該建

築物が管理不全空家等でなく なっ たと 認めら れた日付、講じ ら れた措置の

内容等をデータ ベース に記録し 、速やかに関係内部部局に情報提供し ま す。 

・  税務部局に対し ては、 勧告が撤回さ れた場合、 固定資産税等の住宅用地特

例の適用対象と なる こ と から 、速やかにその旨を 税務課に情報提供し ま す。 
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所有者等、 現地事前調査 

管理不全な空家等の認知・ 把握 
※所有者等から の相談 
※地域から の情報提供 
※巡回パト ロ ール 
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等
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改善されない場合 

対処・改善

対処・改善 

改善されない場合 

固定資産税の特例除外 

所有者等への通知 
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会 

管理不全空家等への指定及び措置の流れを 図に示し ま す。  
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３  特定空家等への指定及び措置 

 任意の行政指導 

・  空家のう ち、 特定空家等に該当する おそれのある も のについては、 速やか

な改善が求めら れる こ と から 、早い段階で対処する こ と が必要と なり ま す。 

・  こ のため、 特定空家等に該当する か否かの判定に先立っ て、 空家等の所有

者等に対し 、 除却、 修繕、 立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を 図

る ため必要な措置をと る よ う 任意の行政指導を 行いま す。  

 空家等対策特措法に基づく措置の実施 

・  行政指導で改善が見込めないと 認めら れる 場合は、立入調査を 実施し 、「 常

滑市管理不全空家等及び特定空家等判定基準」 に基づき 、 常滑市空家等対

策協議会に諮り 、 特定空家等に該当する か否かの判定を 行いま す。  

・  特定空家等に指定し た場合は、 具体的な措置内容を 決定し 、 空家等対策特

措法第 22 条に基づく 助言・ 指導、 勧告、 命令、 代執行等の措置を段階的

に実施し ま す。  

・  立入調査を 実施する 際には、 その 5 日前ま でに所有者等に通知し ま す。  

・  なお、 立入調査を拒み、 妨げ、 又は忌避し た場合は、 20 万円以下の過料に

処せら れま す。  

 措置内容の決定 

・  特定空家等と 判定さ れた空家等の場合、状況や立入調査の結果に基づいて、

周辺の生活環境の保全を 図る ために必要な具体的な措置の内容を 決定し

ま す。  

・  こ のと き 、 必要に応じ て再度立入調査を 実施する 場合も あり ま す。  

 助言・指導（法第 22 条第 1 項） 

・  特定空家等の状態を改善する こ と を 目的と し て、 所有者等に対し て助言・

指導を 行い、 所有者等自ら の意思によ る 改善を 促し ま す。  

・  助言又は指導によ り 、その対象と なっ た特定空家等の状態が改善さ れた場

合、 その履歴を 記録し ま す。  

 勧告（法第 22 条第 2 項） 

・  助言・ 指導をし た場合において、 なお当該空家等の状態が改善さ れないと

認めら れる 場合は、 当該空家等の所有者等に対し 、 相当の猶予期限を 設け

て、 必要な措置の勧告を行いま す。  

・  「 相当の猶予期限」 と は、 勧告を 受けた者が当該措置を行う こ と によ り 、

その周辺の生活環境への悪影響を 改善する のに通常要する と 思われる 期

間を いいま す。  

・  勧告を 受けた特定空家等の敷地の用に供さ れている 土地については、「 固

定資産税及び都市計画税の課税標準の特例（ P. 68）」 の対象から 除外さ れ



66 

 

ま す。  

 命令（法第 22 条第 3～8、11,12 項） 

・  勧告を 受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由がなく てその勧告に係

る 措置をと ら なかった場合において、 特に必要がある 場合には、 相当の猶

予期限を設けて、 その勧告にかかる 措置をと る こ と の命令を行いま す。  

・  命令を 行う に当たっては、 あら かじ め所有者等に通知する と と も に、 公開

によ る 意見聴取を 行う 機会を 設けた上で実施し ま す。  

・  命令を 行っ た場合は、第三者に不測の損害を与える こ と を 防止する 観点か

ら 、 標識を設置する と と も に、 広報への掲載その他によ り 、 空家等対策特

措法に基づく 命令が出ている 旨を 公示し ま す。  

・  なお、 命令に違反し た場合は、 50 万円以下の過料に処せら れま す。  

 行政代執行（法第 22 条第 9 項） 

・  措置を 命ぜら れた者がその措置を 履行し ないと き 、履行し ても 十分でない

と き 又は履行し ても 期限ま でに完了する 見込みがないと き は、本市が行政

代執行法の定めに基づき 、 除却、 修繕、 立木等の伐採その他の周辺の生活

環境の保全に必要な措置を 代執行し ま す。  

・  代執行に要し た費用は、 市が所有者等から 徴収を行いま す。  

 略式代執行（法第 22 条第 10 項） 

・  所有者が判明し ない特定空家等では、周囲に対し て危険な状態と なる こ と

が切迫し ている 場合に、 緊急対応措置と し て、 特定空家等への認定の有無

にかかわら ず、 必要最低限の措置が実施さ れま す。 緊急対応措置後も 危険

な状態が解消さ れない場合は、 事前の公告を 経て、 略式代執行によ り 本市

が特定空家等の除却等を行いま す。  

 必要な措置が講じられたときの対応 

・  特定空家等の所有者等が、 助言若し く は指導、 勧告又は命令に係る 措置を

実施し たこ と が確認さ れた場合は、当該建築物等は特定空家等ではなく な

り ま す。  

・  こ のため、勧告又は命令を し ている 場合には当該勧告又は命令を 撤回する

と と も に、 当該建築物が特定空家等でなく なったと 認めら れた日付、 講じ

ら れた措置の内容等を データ ベース に記録し 、速やかに関係内部部局に情

報提供し ま す。  

・  特に税務部局に対し ては、 勧告又は命令が撤回さ れた場合、 固定資産税等

の住宅用地特例の適用対象と なる こ と から 、速やかにその旨を税務課に情

報提供し ま す。  
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特定空家等への指定及び措置の流れを図に示し ま す。  

  

所有者等、 現地事前調査 

管理不全な空家等の認知・ 把握 
 所有者等から の相談 
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 巡回パト ロ ール 
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４  固定資産税の特例除外 

平成 27 年度税制改正によ り 、「 勧告」 の対象と なっ た空家等の敷地について

は、「 住宅用地に係る 固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置」 の対象

から 除外さ れる こ と になり ま し た。  

 

［固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置］ 

住宅の敷地である 住宅用地の税負担は、 特に軽減する こ と と さ れており 、

その面積によ っ て小規模住宅用地と 一般住宅用地の区分課税標準の特例措

置が設けら れていま す。  

住宅用地の区分 住宅用地分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 

面積が 200 ㎡以下の住宅用地( 200 ㎡

を超える 場合は 1 戸当たり 200 ㎡ま で

の部分)  

1／6 1／3 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 1／3 2／3 

・  アパート ・ マンショ ン等の場合は、 戸数×200 ㎡以下の部分が小規模住宅用地

と なり ま す。  

・  併用住宅の場合は、 建物の構造、 階数、 住宅と し ての利用部分の割合によ り 、

住宅用地と なる 面積が異なり ま す。  

・  特例措置は、専用住宅用地の場合、家屋の床面積の 10 倍の面積ま で、併用住宅

用地の場合、 家屋の面積の 10 倍に一定の率を乗じ て得た面積ま でが適用範囲

と なり ま す。  

 

囲と なり ま す。  
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 住民等からの空家等に対する相談への対応に関する事項 

１  ワ ンス ト ッ プ窓口の設置 

・  空家等に関する 相談や問い合わせの内容は多岐にわたり 、 各専門部署の対

応が必要になる 事例が多いと 考えら れま す。  

・  行政サービ ス の向上及び効率的な行政運営の観点から 、 総合相談窓口を 都

市計画課に一本化し ま す。  

・  ワ ン ス ト ッ プ窓口で受け付けた相談は、 総合相談窓口を 務める 都市計画課

において、相談内容から 関係各部署の役割内容を 踏ま えて、部署間の連携を

図り 対応し ま す。  

 

総合相談窓口 対応部署 役割内容 

都市計画課  ■総合相談窓口 

・ 建物調査、 対策、 耐震診断・ 改修 

・ 検討会、 協議会運営 

・ 空家等対策計画の策定及び改定 

 税務課 ・ 特措法に基づく 所有者等情報の照会対応 

・ 固定資産税 

 市民協働課 ・ 地域安全、 コ ミ ュ ニティ 、 区長会・ 町内会 

 防災危機 

管理課 

・ 防災 

 高齢介護課 ・ 高齢者、 一人暮ら し 世帯対応 

 経済振興課 ・ 勤労者住宅支援 

観光戦略課 ・ 観光振興 

 生活環境課 ・ 環境美化、 保全、 ごみ 

・ 空き 地管理 

 土木課 ・ 道路管理対策 

・ 占用許可等 

 消防本部 

予防課 

・ 火災予防 

・ 危険物規制 

 企画課 ・ 常滑市総合計画 

２  相談・ 問い合わせ内容の共有 

・  関連部署が連携し て対応する 必要のある こ と から 、 相談内容等については

空家データ ベース に記録し て、関係者間で情報共有を 図る と と も に、相談窓

口での受け付けから 問題の解決ま でを 一貫し てフ ォ ロ ーでき る 体制を 構築

し ま す。  

庁内体制と 役割 

 

電話 0569-35-5111 
（代表） 
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 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

空家等がも たら す問題は、分野横断的で多岐にわたる も のであり 、庁内関係部

署、法定協議会、外部専門家団体が相互に密接に連携し て対処する 必要がある こ

と から 、 総合的かつ体系的な体制を 整備し ま す。  

１  実施体制 

 空家等に関する対策の実施体制 

・  市民等や所有者等から の総合相談窓口を 都市計画課が担当し 、 内容に応じ

て庁内関係部署や専門家団体等と 連携し て対応を実施し ま す。  

・  国、 県等の上位機関から 新たな法制度等の情報を 収集し 、 必要に応じ て技

術的な助言を 得て、 的確な空家等対策の実施に努めま す。  

 

 常滑市空家等対策検討会 

・  空家等がも たら す問題の解決に向けて、 多岐にわたる 政策課題に庁内横断

的に取り 組むため、庁内関係部署によ る「 常滑市空家等対策検討会」 を 設置

し 、 平成 29 年 8 月から 空家等対策の実施に関する 協議を行っていま す。  

・  常滑市空家等対策検討会を 構成する 部署は、都市計画課、税務課、市民協働

課、 防災危機管理課、 高齢介護課、 経済振興課、 観光戦略課、 生活環境課、

土木課、 消防本部予防課、 企画課と し ま す。  

 

 常滑市空家等対策協議会 

・  空家等対策特措法第 8 条に基づく 法定協議会と し て、 平成 29 年 8 月から

「 常滑市空家等対策協議会」 を 設置し 、空家等対策計画の策定及び実施に関

する 協議を実施し ていま す。  

・  常滑市空家等対策協議会の委員は、 市長のほか、 地域住民、 学識経験者（ 法

務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 分野）、 その他市長が必要と 認め

る 者で構成し ま す。  

 

 専門家団体との連携、協定締結 

・  総合的な空家等対策を 推進する こ と を 目的と し て、建築、不動産、法務等の

専門家団体と の空家等対策に関する 協定の締結を推進し ま す。  

・  協定を 締結し た専門家団体と は、 協力し て専門的な窓口開設や相談体制を

整備する と と も に、市民から の空家等に関する 相談事例に関する 意見・ 情報

交換を 定期的に行う など の連携を強化する こ と で、 空家等の相続から 管理、

利活用に至る ま で、 空家等に関係する 複合的な課題の解決を 図り ま す。  
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 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

本計画に基づく 施策は、 次の年度計画に基づいて実施し ま す。  

ま た、実施し た施策効果・ 成果等を 検証する と と も に、常滑市空家等対策計画

協議会に報告し 、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルに従っ て事業の効果確認及び計画の見直し

を行いま す。  

 

１  各施策の実施年度計画 

本計画に基づく 施策は、 図の年度計画に基づいて実施し ま す。  

 

  

施  策 
実施年度 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

特定空家等に関する 措置 

 特定空家等の判定基準の策定・ 見直し  ●        ●   

 特定空家等指定のための現地立入調査            

 特定空家等の指定            

管理不全空家等に関する 措置 

 管理不全空家等の判定基準の策定         ●   

 管理不全空家等の指定            

空家等の適正管理に関する 啓発 

広報誌・ 市ホームページでの情報発信            

啓発パンフ レ ッ ト 作成            

固定資産税納税通知書への文書同封            

相談体制の整備・ 関係団体と の連携 

相談受付窓口の一元化            

国・ 県・ 専門家団体と の連携体制構築            

空家等の利活用 

「 常滑市空き 家バンク 」 の開設            

補助金の導入 

危険空家住宅除却費補助金の導入            

空家利活用改修費補助金の導入            

空家等対策計画 

空家等実態調査 ●      ●     

空家等対策計画の策定・ 見直し  ●        ●  ● 

各施策の実施年度計画 
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空家等対策計画の作成 

①計画（Plan） 

計画に基づく施策の実行 

②実行（Do） 

実施結果の効果確認 

③評価（Check） 

事業改善の方向付け 

④改善（Act） 

２  事業の効果確認と 計画の改訂等の方針 

・ 計画期間の中間年度及び計画年度終了時に、施策の効果・ 成果等を 検証し 、

常滑市空家等対策協議会に報告・ 検討し ま す。  

・ 図のＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルに従っ て事業の効果を 確認し 、 必要に応じ 計画の見

直し を 行いま す。  

・ 社会的要因、 生活意識等の変化並びに新たな法整備や補助事業の創設等の

社会的情勢の変化等を 総合的に勘案し 、 常滑市空家等対策協議会等に諮り

ながら 、 計画の基本事項に係る 事項を含めて見直し を 実施し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  継続的な空家等実態調査の実施 

・ 空家等の実態については、 市民から の情報収集やパト ロ ールを 通じ て常に

情報を 更新し ま す。  

・ 今後、 関係各課と 調整の上、 必要に応じ 、全市一斉の空家等実態調査を 実施

し て空家等対策の実効性を確認し 、 新たな課題を把握し ていき ま す。  

  

ＰＤＣＡサイクル 

常滑市空家等 
対策協議会 
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［ 土地立入承諾について］   
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［ 令和 5 年度 空家等現地調査票］ ( 1/2)  

  

 

該当する 項目の□欄にチェ ッ ク を 入れる  
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［ 令和 5 年度 空家等現地調査票］ ( 2/2)  

  

該当する 項目の□欄にチェ ッ ク を入れる
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［ 常滑市内の空家に関する アンケート 調査（ 令和５ 年度）］ ( 2/4)  

  



86 

 

［ 常滑市内の空家に関する アンケート 調査（ 令和５ 年度）］ ( 3/4)  
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［ 常滑市内の空家に関する アンケート 調査（ 令和５ 年度）］ ( 4/4)  
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＜常滑市空家等対策協議会の概要＞ 

◆常滑市空家等対策協議会条例 

平成 29 年３ 月 28 日条例第４ 号 

（ 設置）  

第１ 条 空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成 26 年法律第 127 号。 ） 第

８ 条第１ 項の規定に基づき 、 常滑市空家等対策協議会（ 以下「 協議会」 と い

う 。 ） を置く 。  

（ 所掌事務）  

第２ 条 協議会は、 次に掲げる 事項について、 協議する も のと する 。  

( １ ) 常滑市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する こ と 。  

( ２ ) その他市長が必要と 認める 事項 

（ 組織）  

第３ 条 協議会は、 市長及び委員 10 人以内で組織する 。  

２  委員は、 次の各号に掲げる 者のう ちから 市長が委嘱し 、 又は任命する 。  

( １ ) 地域住民 

( ２ ) 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 学識経験者 

( ３ ) その他市長が必要と 認める 者 

（ 任期）  

第４ 条 委員の任期は、 ２ 年と する 。 ただし 、 再任を 妨げない。  

２  委員が欠けた場合における 補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

（ 会長及び副会長）  

第５ 条 協議会に会長を 置き 、 市長を も っ て充てる 。  

２  協議会に副会長を置き 、 委員の中から 会長が指名する 。  

３  会長は、 協議会を代表し 、 会務を 総理する 。  

４  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故ある と き 、 又は会長が欠けたと き は、

その職務を 代理する 。  

（ 会議）  

第６ 条 協議会の会議（ 以下「 会議」 と いう 。 ） は、 会長が招集する 。  

２  会議は、 会長及び委員の半数以上が出席し なければ、 開く こ と ができ ない。  

３  会議の議事は、 出席者の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと き は、 会長の決

する と こ ろによ る 。  

４  会長は、 必要がある と 認める と き は、 会議に委員以外の者に対し て出席を 求

め、 説明若し く は意見を 聴き 、 又は必要な資料の提出を求める こ と ができ る 。  

（ 委任）  

第７ 条 こ の条例に定める も ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は、 市長

が定める 。  
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附 則 

こ の条例は、 平成 29 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和５ 年 12 月 22 日条例第 34 号）  

 こ の条例は、 公布の日から 施行する 。

 

 

◆協議会委員 

市長及び委員９ 名 計 10 名                 

 役職 所属組織・ 団体名 

－ 会長 常滑市長 

１  委員 名古屋法務局半田支局 

２  委員 愛知県司法書士会 

３  委員 愛知県土地家屋調査士会 

４  委員 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 

５  委員 公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 

６  委員 一般社団法人 愛知県社会福祉士会 

７  委員 常滑警察署 生活安全課長 

８  委員 地区代表 

９  委員 地区代表 
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空家等対策の推進に関する 特別措置法 

（ 平成 26 年法律第 127 号）  

 

  第一章 総則 

（ 目的）  

第一条 こ の法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、 衛生、景観等

の地域住民の生活環境に深刻な影響を 及ぼし ている こ と に鑑み、 地域住民の

生命、身体又は財産を保護する と と も に、 その生活環境の保全を 図り 、あわせ

て空家等の活用を促進する ため、空家等に関する 施策に関し 、国によ る 基本指

針の策定、 市町村（ 特別区を 含む。 第十条第二項を 除き 、 以下同じ 。） によ る

空家等対策計画の作成その他の空家等に関する 施策を 推進する ために必要な

事項を定める こ と によ り 、 空家等に関する 施策を総合的かつ計画的に推進し 、

も っ て公共の福祉の増進と 地域の振興に寄与する こ と を 目的と する 。  

（ 定義）  

第二条 こ の法律において「 空家等」 と は、建築物又はこ れに附属する 工作物で

あっ て居住その他の使用がなさ れていないこ と が常態である も の及びその敷

地（ 立木その他の土地に定着する 物を 含む。 第十四条第二項において同じ 。）

を いう 。 ただし 、 国又は地方公共団体が所有し 、 又は管理する も のを除く 。  

２  こ の法律において「 特定空家等」 と は、 そのま ま 放置すれば倒壊等著し く 保

安上危険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と なる おそれのある

状態、 適切な管理が行われていないこ と によ り 著し く 景観を 損なっ ている 状

態その他周辺の生活環境の保全を 図る ために放置する こ と が不適切である 状

態にある と 認めら れる 空家等を いう 。  

（ 国の責務）  

第三条 国は、空家等に関する 施策を総合的に策定し 、及び実施する 責務を 有す

る 。  

２  国は、 地方公共団体その他の者が行う 空家等に関する 取組のために必要と

なる 情報の収集及び提供その他の支援を行う よ う 努めなければなら ない。  

３  国は、 広報活動、啓発活動その他の活動を通じ て、 空家等の適切な管理及び

その活用の促進に関し 、 国民の理解を 深める よ う 努めなければなら ない。  

（ 地方公共団体の責務）  

第四条 市町村は、 第七条第一項に規定する 空家等対策計画の作成及びこ れに

基づく 空家等に関する 対策の実施その他の空家等に関する 必要な措置を 適切

に講ずる よ う 努めなければなら ない。  

２  都道府県は、 第七条第一項に規定する 空家等対策計画の作成及び変更並び

に実施その他空家等に関し こ の法律に基づき 市町村が講ずる 措置について、

当該市町村に対する 情報の提供及び技術的な助言、 市町村相互間の連絡調整
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その他必要な援助を 行う よ う 努めなければなら ない。  

（ 空家等の所有者等の責務）  

第五条 空家等の所有者又は管理者（ 以下「 所有者等」 と いう 。） は、 周辺の生

活環境に悪影響を及ぼさ ないよ う 、空家等の適切な管理に努める と と も に、国

又は地方公共団体が実施する 空家等に関する 施策に協力する よ う 努めなけれ

ばなら ない。  

（ 基本指針）  

第六 条 国土交通大臣及び総務大臣は、 空家等に関する 施策を 総合的かつ計画

的に実施する ための基本的な指針（ 以下「 基本指針」 と いう 。） を 定める も の

と する 。  

２  基本指針においては、 次に掲げる 事項を 定める も のと する 。  

一 空家等に関する 施策の実施に関する 基本的な事項 

二 次条第一項に規定する 空家等対策計画に関する 事項 

三 所有者等によ る 空家等の適切な管理について指針と なる べき 事項 

四 その他空家等に関する 施策を 総合的かつ計画的に実施する ために必要な

事項 

３  国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を 定め、又はこ れを 変更する と き は、

あら かじ め、 関係行政機関の長に協議する も のと する 。  

４  国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を 定め、又はこ れを 変更し たと き は、

遅滞なく 、 こ れを公表し なければなら ない。  

（ 空家等対策計画）  

第七条 市町村は、 その区域内で空家等に関する 対策を 総合的かつ計画的に実

施する ため、基本指針に即し て、空家等に関する 対策についての計画（ 以下「 空

家等対策計画」 と いう 。） を 定める こ と ができ る 。  

２  空家等対策計画においては、 次に掲げる 事項を 定める も のと する 。  

一 空家等に関する 対策の対象と する 地区及び対象と する 空家等の種類その

他の空家等に関する 対策に関する 基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する 事項 

四 所有者等によ る 空家等の適切な管理の促進に関する 事項 

五 空家等及び除却し た空家等に係る 跡地（ 以下「 空家等の跡地」 と いう 。）

の活用の促進に関する 事項 

六 特定空家等に対する 措置（ 第二十二条第一項の規定によ る 助言若し く は

指導、同条第二項の規定によ る 勧告、同条第三項の規定によ る 命令又は同条

第九項から 第十一項ま での規定によ る 代執行を いう 。 以下同じ 。） その他の

特定空家等への対処に関する 事項 

七 住民等から の空家等に関する 相談への対応に関する 事項 
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八 空家等に関する 対策の実施体制に関する 事項 

九 その他空家等に関する 対策の実施に関し 必要な事項 

３  前項第五号に掲げる 事項には、次に掲げる 区域内の区域であって、当該区域

内の空家等の数及びその分布の状況、 その活用の状況その他の状況から みて

当該区域における 経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び

空家等の跡地の活用が必要と なる と 認めら れる 区域（ 以下「 空家等活用促進区

域」 と いう 。） 並びに当該空家等活用促進区域における 空家等及び空家等の跡

地の活用の促進を図る ための指針（ 以下「 空家等活用促進指針」 と いう 。） に

関する 事項を定める こ と ができ る 。  

一 中心市街地の活性化に関する 法律（ 平成十年法律第九十二号） 第二条に規定

する 中心市街地 

二 地域再生法（ 平成十七年法律第二十四号） 第五条第四項第八号に規定する 地

域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する 地域住宅団地再生区域 

四 地域における 歴史的風致の維持及び向上に関する 法律（ 平成二十年法律第

四十号） 第二条第二項に規定する 重点区域 

五 前各号に掲げる も ののほか、 市町村における 経済的社会的活動の拠点と し

ての機能を 有する 区域と し て国土交通省令・ 総務省令で定める 区域 

４  空家等活用促進指針には、 おおむね次に掲げる 事項を 定める も のと する 。  

一 空家等活用促進区域における 空家等及び空家等の跡地の活用に関する 基本

的な事項 

二 空家等活用促進区域における 経済的社会的活動の促進のために活用する こ

と が必要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき 用途（ 第十六条

第一項及び第十八条において「 誘導用途」 と いう 。） に関する 事項 

三 前二号に掲げる も ののほか、 空家等活用促進区域における 空家等及び空家

等の跡地の活用を通じ た経済的社会的活動の促進に関し 必要な事項 

５  空家等活用促進指針には、 前項各号に掲げる 事項のほか、 特例適用建築物

（ 空家等活用促進区域内の空家等に該当する 建築物（ 建築基準法（ 昭和二十五

年法律第二百一号） 第二条第一号に規定する 建築物をいう 。以下こ の項及び第

九項において同じ 。） 又は空家等の跡地に新築する 建築物をいう 。 次項及び第

十項において同じ 。） について第十七条第一項の規定によ り 読み替えて適用す

る 同法第四十三条第二項（ 第一号に係る 部分に限る 。 次項において同じ 。） の

規定又は第十七条第二項の規定によ り 読み替えて適用する 同法第四十八条第

一項から 第十三項ま で（ こ れら の規定を 同法第八十七条第二項又は第三項に

おいて準用する 場合を 含む。 第九項において同じ 。） の規定のただし 書の規定

の適用を 受ける ための要件に関する 事項を 定める こ と ができ る 。  

６  前項の第十七条第一項の規定によ り 読み替えて適用する 建築基準法第四十
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三条第二項の規定の適用を 受ける ための要件（ 第九項及び第十七条第一項に

おいて「 敷地特例適用要件」 と いう 。） は、 特例適用建築物（ その敷地が幅員

一・ 八メ ート ル以上四メ ート ル未満の道（ 同法第四十三条第一項に規定する 道

路に該当する も のを 除く 。） に二メ ート ル以上接する も のに限る 。） について、

避難及び通行の安全上支障がなく 、かつ、空家等活用促進区域内における 経済

的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資する も のと し て国土交

通省令で定める 基準を 参酌し て定める も のと する 。  

７  市町村は、 第三項に規定する 事項を 定める と き は、 あら かじ め、当該空家等

活用促進区域内の住民の意見を 反映さ せる ために必要な措置を 講ずる も のと

する 。  

８  市町村（ 地方自治法（ 昭和二十二年法律第六十七号） 第二百五十二条の十九

第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を 除く 。）

は、 第三項に規定する 事項を定める 場合において、市街化調整区域（ 都市計画

法（ 昭和四十三年法律第百号） 第七条第一項に規定する 市街化調整区域を いう 。

第十八条第一項において同じ 。） の区域を 含む空家等活用促進区域を 定める と

き は、あら かじ め、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に

定める 事項について、 都道府県知事と 協議を し なければなら ない。  

９  市町村は、 空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する 事項又は第五

項の第十七条第二項の規定によ り 読み替えて適用する 建築基準法第四十八条

第一項から 第十三項ま での規定のただし 書の規定の適用を 受ける ための要件

（ 以下「 用途特例適用要件」 と いう 。） に関する 事項を記載する と き は、 あら

かじ め、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築

基準法第四十三条第二項第一号の規定によ る 認定又は同法第四十八条第一項

から 第十三項ま で（ こ れら の規定を 同法第八十七条第二項又は第三項におい

て準用する 場合を含む。 第十七条第二項において同じ 。） の規定のただし 書の

規定によ る 許可の権限を 有する 特定行政庁（ 同法第二条第三十五号に規定す

る 特定行政庁を いう 。 以下こ の項及び次項において同じ 。） と 協議を し なけれ

ばなら ない。こ の場合において、用途特例適用要件に関する 事項については、

当該特定行政庁の同意を得なければなら ない。  

１ ０  前項の規定によ り 用途特例適用要件に関する 事項について協議を 受けた

特定行政庁は、 特例適用建築物を 用途特例適用要件に適合する 用途に供する

こ と が空家等活用促進区域における 経済的社会的活動の促進のためにやむを

得ないも のである と 認める と き は、 同項の同意を する こ と ができ る 。  

１ １  空家等対策計画（ 第三項に規定する 事項が定めら れたも のに限る 。第十六

条第一項及び第十八条第一項において同じ 。） は、 都市計画法第六条の二の都

市計画区域の整備、 開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都

市計画に関する 基本的な方針と の調和が保たれたも のでなければなら ない。  
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１ ２  市町村は、空家等対策計画を定め、又はこ れを 変更し たと き は、遅滞なく 、

こ れを公表し なければなら ない。  

１ ３  市町村は、都道府県知事に対し 、空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施に関し 、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を 求める こ と ができ る 。 

１ ４  第七項から 前項ま での規定は、 空家等対策計画の変更について準用する 。 

（ 協議会）  

第八条 市町村は、 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する 協議を

行う ための協議会（ 以下こ の条において「 協議会」 と いう 。） を 組織する こ と

ができ る 。  

２  協議会は、市町村長（ 特別区の区長を含む。以下同じ 。） のほか、地域住民、

市町村の議会の議員、 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 学識経験者

その他の市町村長が必要と 認める 者を も っ て構成する 。  

３  前二項に定める も ののほか、協議会の運営に関し 必要な事項は、協議会が定

める 。  

  第二章 空家等の調査 

（ 立入調査等）  

第九条 市町村長は、 当該市町村の区域内にある 空家等の所在及び当該空家等

の所有者等を 把握する ための調査その他空家等に関し こ の法律の施行のため

に必要な調査を 行う こ と ができ る 。  

２  市町村長は、 第二十二条第一項から 第三項ま での規定の施行に必要な限度

において、空家等の所有者等に対し 、当該空家等に関する 事項に関し 報告さ せ、

又はその職員若し く はその委任し た者に、 空家等と 認めら れる 場所に立ち入

っ て調査を さ せる こ と ができ る 。  

３  市町村長は、 前項の規定によ り 当該職員又はその委任し た者を 空家等と 認

めら れる 場所に立ち入ら せよ う と する と き は、その五日前ま でに、当該空家等

の所有者等にその旨を 通知し なければなら ない。ただし 、当該所有者等に対し

通知する こ と が困難である と き は、 こ の限り でない。  

４  第二項の規定によ り 空家等と 認めら れる 場所に立ち入ろ う と する 者は、 そ

の身分を 示す証明書を 携帯し 、関係者の請求があっ たと き は、こ れを 提示し な

ければなら ない。  

５  第二項の規定によ る 立入調査の権限は、 犯罪捜査のために認めら れたも の

と 解釈し てはなら ない。  

（ 空家等の所有者等に関する 情報の利用等）  

第十条 市町村長は、 固定資産税の課税その他の事務のために利用する 目的で

保有する 情報であっ て氏名その他の空家等の所有者等に関する も のについて

は、こ の法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たっ て特定さ

れた利用の目的以外の目的のために内部で利用する こ と ができ る 。  
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２  都知事は、 固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理する も のと さ れ

ている も ののう ち特別区の存する 区域においては都が処理する も のと さ れて

いる も ののために利用する 目的で都が保有する 情報であっ て、 特別区の区域

内にある 空家等の所有者等に関する も のについて、 当該特別区の区長から 提

供を 求めら れたと き は、こ の法律の施行のために必要な限度において、速やか

に当該情報の提供を 行う も のと する 。  

３  前項に定める も ののほか、市町村長は、こ の法律の施行のために必要がある

と き は、関係する 地方公共団体の長、空家等に工作物を設置し ている 者その他

の者に対し て、 空家等の所有者等の把握に関し 必要な情報の提供を 求める こ

と ができ る 。  

（ 空家等に関する データ ベース の整備等）  

第十一条 市町村は、空家等（ 建築物を販売し 、又は賃貸する 事業を行う 者が販

売し 、又は賃貸する ために所有し 、 又は管理する も の（ 周辺の生活環境に悪影

響を 及ぼさ ないよ う 適切に管理さ れている も のに限る 。） を除く 。以下こ の条、

次条及び第十五条において同じ 。） に関する データ ベース の整備その他空家等

に関する 正確な情報を 把握する ために必要な措置を 講ずる よ う 努める も のと

する 。  

  第三章 空家等の適切な管理に係る 措置 

（ 所有者等によ る 空家等の適切な管理の促進）  

第十二条 市町村は、所有者等によ る 空家等の適切な管理を促進する ため、こ れ

ら の者に対し 、情報の提供、助言その他必要な援助を 行う よ う 努める も のと す

る 。  

（ 適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する 措置）  

第十三条 市町村長は、 空家等が適切な管理が行われていないこ と によ り その

ま ま 放置すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれのある 状態にある と 認

める と き は、 当該状態にある と 認めら れる 空家等（ 以下「 管理不全空家等」 と い

う 。） の所有者等に対し 、 基本指針（ 第六条第二項第三号に掲げる 事項に係る 部 

分に限る 。） に即し 、 当該管理不全空家等が特定空家等に該当する こ と と なる こ

と を 防止する ために必要な措置を と る よ う 指導をする こ と ができ る 。  

２  市町村長は、前項の規定によ る 指導を し た場合において、なお当該管理不全

空家等の状態が改善さ れず、 そのま ま 放置すれば特定空家等に該当する こ と と

なる おそれが大き いと 認める と き は、当該指導をし た者に対し 、修繕、 立木竹の

伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当する こ と と なる こ と を 防

止する ために必要な具体的な措置について勧告する こ と ができ る 。  

（ 空家等の管理に関する 民法の特例）  

第十四条 市町村長は、空家等につき 、その適切な管理のため特に必要がある と

認める と き は、 家庭裁判所に対し 、 民法（ 明治二十九年法律第八十九号） 第二十
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五条第一項の規定によ る 命令又は同法第九百五十二条第一項の規定によ る 相続

財産の清算人の選任の請求を する こ と ができ る 。  

２  市町村長は、 空家等（ 敷地を除く 。） につき 、 その適切な管理のため特に必

要がある と 認める と き は、地方裁判所に対し 、民法第二百六十四条の八第一項の

規定によ る 命令の請求を する こ と ができ る 。  

３  市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき 、その適切な管理のため

特に必要がある と 認める と き は、地方裁判所に対し 、民法第二百六十四条の九第

一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定によ る 命令の請求を する こ と がで

き る 。  

  第四章 空家等の活用に係る 措置 

（ 空家等及び空家等の跡地の活用等）  

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（ 土地を 販売し 、又は賃貸する 事

業を 行う 者が販売し 、又は賃貸する ために所有し 、又は管理する も のを除く 。）

に関する 情報の提供その他こ れら の活用のために必要な対策を 講ずる よ う 努

める も のと する 。  

（ 空家等の活用に関する 計画作成市町村の要請等）  

第十六条 空家等対策計画を 作成し た市町村（ 以下「 計画作成市町村」と いう 。）

の長は、空家等活用促進区域内の空家等（ 第七条第四項第二号に規定する 空家等

の種類に該当する も のに限る 。 以下こ の条において同じ 。） について、 当該空家

等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要がある と 認める と き

は、当該空家等の所有者等に対し 、当該空家等について空家等活用促進指針に定

めら れた誘導用途に供する ために必要な措置を 講ずる こ と を 要請する こ と がで

き る 。  

２  計画作成市町村の長は、前項の規定によ る 要請を し た場合において、必要が

ある と 認める と き は、その要請を受けた空家等の所有者等に対し 、当該空家等に

関する 権利の処分についてのあっ せんその他の必要な措置を 講ずる よ う 努める

も のと する 。  

（ 建築基準法の特例）  

第十七条 空家等対策計画（ 敷地特例適用要件に関する 事項が定めら れたも の

に限る 。） が第七条第十二項（ 同条第十四項において準用する 場合を 含む。） の規

定によ り 公表さ れたと き は、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する 特例適

用建築物に対する 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用については、

同号中「 、 利用者」 と ある のは「 利用者」 と 、「 適合する も ので」 と ある のは「 適

合する も の又は空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成二十六年法律第百

二十七号） 第七条第十二項（ 同条第十四項において準用する 場合を含む。） の規

定によ り 公表さ れた同条第一項に規定する 空家等対策計画に定めら れた同条第

六項に規定する 敷地特例適用要件に適合する 同項に規定する 特例適用建築物で」
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と する 。  

２  空家等対策計画（ 用途特例適用要件に関する 事項が定めら れたも のに限る 。）

が第七条第十二項（ 同条第十四項において準用する 場合を 含む。） の規定によ り

公表さ れたと き は、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する 特例適用建築物

に対する 建築基準法第四十八条第一項から 第十三項ま での規定の適用について

は、同条第一項から 第十一項ま で及び第十三項の規定のただし 書の規定中「 特定

行政庁が」 と ある のは「 特定行政庁が、」 と 、「 認め、」 と ある のは「 認めて許可

し た場合」 と 、 同条第一項ただし 書中「 公益上やむを 得ない」 と ある のは「 空家

等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成二十六年法律第百二十七号） 第七条第十

二項（ 同条第十四項において準用する 場合を含む。） の規定によ り 公表さ れた同

条第一項に規定する 空家等対策計画に定めら れた同条第九項に規定する 用途特

例適用要件（ 以下こ の条において「 特例適用要件」 と いう 。） に適合する と 認め

て許可し た場合その他公益上やむを 得ない」 と 、同条第二項から 第十一項ま で及

び第十三項の規定のただし 書の規定中「 公益上やむを得ない」 と ある のは「 特例

適用要件に適合する と 認めて許可し た場合その他公益上やむを 得ない」 と 、同条

第十二項ただし 書中「 特定行政庁が」 と ある のは「 特定行政庁が、 特例適用要件

に適合する と 認めて許可し た場合その他」 と する 。  

（ 空家等の活用の促進についての配慮）  

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（ 同条第十四項において準用する 場

合を 含む。） の規定によ り 公表さ れた空家等対策計画に記載さ れた空家等活用促

進区域（ 市街化調整区域に該当する 区域に限る 。） 内の空家等に該当する 建築物

（ 都市計画法第四条第十項に規定する 建築物を いう 。 以下こ の項において同じ 。）

について、 当該建築物を 誘導用途に供する ため同法第四十二条第一項ただし 書

又は第四十三条第一項の許可（ いずれも 当該建築物の用途の変更に係る も のに

限る 。） を求めら れたと き は、 第七条第八項の協議の結果を 踏ま え、 当該建築物

の誘導用途と し ての活用の促進が図ら れる よ う 適切な配慮をする も のと する 。  

２  前項に定める も ののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規

定する 空家等対策計画に記載さ れた空家等活用促進区域内の空家等について、

当該空家等を 誘導用途に供する ため農地法（ 昭和二十七年法律第二百二十九号）

その他の法律の規定によ る 許可その他の処分を 求めら れたと き は、 当該空家等 

の活用の促進が図ら れる よ う 適切な配慮をする も のと する 。  

（ 地方住宅供給公社の業務の特例）  

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（ 昭和四十年法律第百二十

四号） 第二十一条に規定する 業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画

作成市町村から の委託に基づき 、空家等の活用のために行う 改修、当該改修後の

空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する 業務を 行う こ と ができ る 。  

２  前項の規定によ り 地方住宅供給公社が同項に規定する 業務を 行う 場合にお



99 

 

ける 地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「 第

二十一条に規定する 業務」 と ある のは、「 第二十一条に規定する 業務及び空家等

対策の推進に関する 特別措置法（ 平成二十六年法律第百二十七号） 第十九条第一

項に規定する 業務」 と する 。  

（ 独立行政法人都市再生機構の行う 調査等業務）  

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（ 平成十

五年法律第百号） 第十一条第一項に規定する 業務のほか、計画作成市町村から の

委託に基づき 、 空家等活用促進区域内における 空家等及び空家等の跡地の活用

によ り 地域における 経済的社会的活動の促進を 図る ために必要な調査、 調整及

び技術の提供の業務を 行う こ と ができ る 。  

（ 独立行政法人住宅金融支援機構の行う 援助）  

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機

構法（ 平成十七年法律第八十二号） 第十三条第一項に規定する 業務のほか、市町

村又は第二十三条第一項に規定する 空家等管理活用支援法人から の委託に基づ

き 、 空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する 情報の

提供その他の援助を行う こ と ができ る 。  

  第五章 特定空家等に対する 措置 

（ 特定空家等に対する 措置）  

第二十二条 市町村長は、 特定空家等の所有者等に対し 、 当該特定空家等に関

し 、 除却、修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を 図る ために必要

な措置（ そのま ま 放置すれば倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状

態又は著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態にない特定空家等について

は、 建築物の除却を 除く 。 次項において同じ 。） を と る よ う 助言又は指導を す

る こ と ができ る 。  

２  市町村長は、前項の規定によ る 助言又は指導をし た場合において、なお当該

特定空家等の状態が改善さ れないと 認める と き は、 当該助言又は指導を 受け

た者に対し 、 相当の猶予期限を 付けて、 除却、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺

の生活環境の保全を 図る ために必要な措置を と る こ と を 勧告する こ と ができ

る 。  

３  市町村長は、 前項の規定によ る 勧告を 受けた者が正当な理由がなく てその

勧告に係る 措置を と ら なかっ た場合において、 特に必要がある と 認める と き

は、 その者に対し 、 相当の猶予期限を 付けて、 その勧告に係る 措置を と る こ と

を 命ずる こ と ができ る 。  

４  市町村長は、前項の措置を命じ よ う と する 場合においては、あら かじ め、 そ

の措置を 命じ よ う と する 者に対し 、 その命じ よ う と する 措置及びその事由並

びに意見書の提出先及び提出期限を 記載し た通知書を 交付し て、 その措置を

命じ よ う と する 者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を 提出する
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機会を与えなければなら ない。  

５  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から 五日以内に、市

町村長に対し 、 意見書の提出に代えて公開によ る 意見の聴取を 行う こ と を 請

求する こ と ができ る 。  

６  市町村長は、 前項の規定によ る 意見の聴取の請求があっ た場合においては、

第三項の措置を 命じ よ う と する 者又はその代理人の出頭を 求めて、 公開によ

る 意見の聴取を 行わなければなら ない。  

７  市町村長は、前項の規定によ る 意見の聴取を 行う 場合においては、第三項の

規定によ っ て命じ よ う と する 措置並びに意見の聴取の期日及び場所を 、 期日

の三日前ま でに、前項に規定する 者に通知する と と も に、こ れを 公告し なけれ

ばなら ない。  

８  第六項に規定する 者は、 意見の聴取に際し て、 証人を 出席さ せ、 かつ、 自己

に有利な証拠を 提出する こ と ができ る 。  

９  市町村長は、第三項の規定によ り 必要な措置を命じ た場合において、その措

置を 命ぜら れた者がその措置を 履行し ないと き 、 履行し ても 十分でないと き

又は履行し ても 同項の期限ま でに完了する 見込みがないと き は、 行政代執行

法（ 昭和二十三年法律第四十三号） の定める と こ ろに従い、自ら 義務者のなす

べき 行為を し 、 又は第三者をし てこ れをさ せる こ と ができ る 。  

１ ０  第三項の規定によ り 必要な措置を 命じ よ う と する 場合において、 過失が

なく てその措置を命ぜら れる べき 者（ 以下こ の項及び次項において「 命令対象

者」 と いう 。） を 確知する こ と ができ ないと き （ 過失がなく て第一項の助言若

し く は指導又は第二項の勧告が行われる べき 者を 確知する こ と ができ ないた

め第三項に定める 手続によ り 命令を行う こ と ができ ないと き を 含む。） は、 市

町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら 行い、又はその命

じ た者若し く は委任し た者（ 以下こ の項及び次項において「 措置実施者」 と い

う 。）にその措置を 行わせる こ と ができ る 。こ の場合においては、市町村長は、

その定めた期限内に命令対象者においてその措置を 行う べき 旨及びその期限

ま でにその措置を 行わないと き は市町村長又は措置実施者がその措置を 行い、

当該措置に要し た費用を徴収する 旨を 、 あら かじ め公告し なければなら ない。 

１ １  市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著し く

危険な状態にある 等当該特定空家等に関し 緊急に除却、修繕、立木竹の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を 図る ために必要な措置を と る 必要がある と 認め

る と き で、 第三項から 第八項ま での規定によ り 当該措置を と る こ と を 命ずる

いと ま がないと き は、こ れら の規定にかかわら ず、当該特定空家等に係る 命令

対象者の負担において、その措置を 自ら 行い、又は措置実施者に行わせる こ と

ができ る 。  

１ ２  前二項の規定によ り 負担さ せる 費用の徴収については、 行政代執行法第
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五条及び第六条の規定を準用する 。  

１ ３  市町村長は、第三項の規定によ る 命令を し た場合においては、標識の設置

その他国土交通省令・ 総務省令で定める 方法によ り 、その旨を 公示し なければ

なら ない。  

１ ４  前項の標識は、 第三項の規定によ る 命令に係る 特定空家等に設置する こ

と ができ る 。こ の場合においては、 当該特定空家等の所有者等は、当該標識の

設置を拒み、 又は妨げてはなら ない。  

１ ５  第三項の規定によ る 命令については、行政手続法（ 平成五年法律第八十八

号） 第三章（ 第十二条及び第十四条を 除く 。） の規定は、 適用し ない。  

１ ６  国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する 措置に関し 、その適切

な実施を 図る ために必要な指針を 定める こ と ができ る 。  

１ ７  前各項に定める も ののほか、 特定空家等に対する 措置に関し 必要な事項

は、 国土交通省令・ 総務省令で定める 。  

  第六章 空家等管理活用支援法人 

（ 空家等管理活用支援法人の指定）  

第二十三条市町村長は、特定非営利活動促進法（ 平成十年法律第七号） 第二条第

二項に規定する 特定非営利活動法人、 一般社団法人若し く は一般財団法人又

は空家等の管理若し く は活用を 図る 活動を 行う こ と を 目的と する 会社であっ

て、 次条各号に掲げる 業務を 適正かつ確実に行う こ と ができ る と 認めら れる

も のを、その申請によ り 、空家等管理活用支援法人（ 以下「 支援法人」と いう 。）

と し て指定する こ と ができ る 。  

２  市町村長は、前項の規定によ る 指定を し たと き は、当該支援法人の名称又は

商号、 住所及び事務所又は営業所の所在地を 公示し なければなら ない。  

３  支援法人は、その名称若し く は商号、住所又は事務所若し く は営業所の所在

地を 変更する と き は、あら かじ め、その旨を 市町村長に届け出なければなら な

い。  

４  市町村長は、前項の規定によ る 届出があっ たと き は、当該届出に係る 事項を

公示し なければなら ない。  

（ 支援法人の業務）  

第二十四条 支援法人は、 次に掲げる 業務を 行う も のと する 。  

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を 行おう と する 者に対し 、

当該空家等の管理又は活用の方法に関する 情報の提供又は相談その他の当該

空家等の適切な管理又はその活用を図る ために必要な援助を 行う こ と 。  

二 委託に基づき 、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う 改

修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を 行う こ と 。  

三 委託に基づき 、 空家等の所有者等の探索を 行う こ と 。  

四 空家等の管理又は活用に関する 調査研究を 行う こ と 。  
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五 空家等の管理又は活用に関する 普及啓発を 行う こ と 。  

六 前各号に掲げる も ののほか、 空家等の管理又は活用を 図る ために必要な事

業又は事務を行う こ と 。  

（ 監督等）  

第二十五条 市町村長は、 前条各号に掲げる 業務の適正かつ確実な実施を 確保

する ため必要がある と 認める と き は、支援法人に対し 、その業務に関し 報告を

さ せる こ と ができ る 。  

２  市町村長は、 支援法人が前条各号に掲げる 業務を 適正かつ確実に実施し て

いないと 認める と き は、支援法人に対し 、その業務の運営の改善に関し 必要な

措置を講ずべき こ と を 命ずる こ と ができ る 。  

３  市町村長は、支援法人が前項の規定によ る 命令に違反し たと き は、第二十三

条第一項の規定によ る 指定を取り 消すこ と ができ る 。  

４  市町村長は、前項の規定によ り 指定を 取り 消し たと き は、その旨を 公示し な

ければなら ない。  

（ 情報の提供等）  

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し 、その業務の実施に関し 必

要な情報の提供又は指導若し く は助言をする も のと する 。  

２  市町村長は、 支援法人から その業務の遂行のため空家等の所有者等を 知る

必要がある と し て、空家等の所有者等に関する 情報（ 以下こ の項及び次項にお

いて「 所有者等関連情報」 と いう 。） の提供の求めがあっ たと き は、 当該空家

等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し 、所有者等関連情報

を 提供する も のと する 。  

３  前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し 所有者等関連情報を 提供

する と き は、あら かじ め、当該所有者等関連情報を 提供する こ と について本人

（ 当該所有者等関連情報によ っ て識別さ れる 特定の個人をいう 。） の同意を 得

なければなら ない。  

４  前項の同意は、 その所在が判明し ている 者に対し て求めれば足り る 。  

（ 支援法人によ る 空家等対策計画の作成等の提案）  

第二十七条 支援法人は、その業務を行う ために必要がある と 認める と き は、市

町村に対し 、国土交通省令・ 総務省令で定める と こ ろによ り 、空家等対策計画

の作成又は変更をする こ と を提案する こ と ができ る 。こ の場合においては、基

本指針に即し て、当該提案に係る 空家等対策計画の素案を 作成し て、こ れを 提

示し なければなら ない。  

２  前項の規定によ る 提案を 受けた市町村は、 当該提案に基づき 空家等対策計

画の作成又は変更を する か否かについて、遅滞なく 、当該提案を し た支援法人

に通知する も のと する 。こ の場合において、空家等対策計画の作成又は変更を

し ないこ と と する と き は、 その理由を 明ら かにし なければなら ない。  
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（ 市町村長への要請）  

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき 、その

適切な管理のため特に必要がある と 認める と き は、市町村長に対し 、第十四条

各項の規定によ る 請求をする よ う 要請する こ と ができ る 。  

２  市町村長は、前項の規定によ る 要請があっ た場合において、必要がある と 認

める と き は、 第十四条各項の規定によ る 請求をする も のと する 。  

３  市町村長は、第一項の規定によ る 要請があっ た場合において、第十四条各項

の規定によ る 請求を する 必要がないと 判断し たと き は、遅滞なく 、その旨及び

その理由を 、 当該要請をし た支援法人に通知する も のと する 。  

  第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、 市町村が行う 空家等対策計画に基づく 空家等

に関する 対策の適切かつ円滑な実施に資する ため、 空家等に関する 対策の実

施に要する 費用に対する 補助、 地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上

の措置を 講ずる も のと する 。  

２  国及び地方公共団体は、前項に定める も ののほか、市町村が行う 空家等対策

計画に基づく 空家等に関する 対策の適切かつ円滑な実施に資する ため、 必要

な税制上の措置その他の措置を 講ずる も のと する 。  

  第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定によ る 市町村長の命令に違反し た者は、

五十万円以下の過料に処する 。  

２  第九条第二項の規定によ る 報告を せず、若し く は虚偽の報告を し 、又は同

項の規定によ る 立入調査を拒み、 妨げ、 若し く は忌避し た者は、二十万円以下の

過料に処する 。  

 附 則  

（ 施行期日）  

１  こ の法律は、 公布の日から 起算し て三月を 超えない範囲内において政令で

定める 日から 施行する 。ただし 、第九条第二項から 第五項ま で、 第十四条及び

第十六条の規定は、 公布の日から 起算し て六月を 超えない範囲内において政

令で定める 日から 施行する 。  

（ 検討）  

２  政府は、こ の法律の施行後五年を経過し た場合において、こ の法律の施行の

状況を勘案し 、必要がある と 認める と き は、こ の法律の規定について検討を 加

え、 その結果に基づいて所要の措置を 講ずる も のと する 。  

 附 則〔 令和五年六月一四日法律第五〇号〕  

（ 施行期日）  

第一条 こ の法律は、 公布の日から 起算し て六月を 超えない範囲内において政

令で定める 日から 施行する 。ただし 、 附則第三条の規定は、公布の日から 施行
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する 。  

（ 経過措置）  

第二条 地方自治法の一部を 改正する 法律（ 平成二十六年法律第四十二号） 附則

第二条に規定する 施行時特例市に対する こ の法律によ る 改正後の空家等対策

の推進に関する 特別措置法（ 以下こ の条において「 新法」 と いう 。） 第七条第

八項及び第十八条第一項の規定の適用については、新法第七条第八項中「 及び

同法」 と ある のは「 、 同法」 と 、「 中核市」 と ある のは「 中核市及び地方自治

法の一部を 改正する 法律（ 平成二十六年法律第四十二号） 附則第二条に規定す

る 施行時特例市」 と する 。  

２  新法第二十二条第十項及び第十二項（ 同条第十項に係る 部分に限る 。） の規

定は、 こ の法律の施行の日（ 以下こ の条及び附則第六条において「 施行日」 と

いう 。） 以後に新法第二十二条第十項後段の規定によ る 公告を 行う 場合につい

て適用し 、 施行日前にこ の法律によ る 改正前の空家等対策の推進に関する 特

別措置法（ 次項において「 旧法」 と いう 。） 第十四条第十項後段の規定によ る

公告を行っ た場合については、 なお従前の例によ る 。  

３  新法第二十二条第十一項及び第十二項（ 同条第十一項に係る 部分に限る 。）

の規定は、 施行日以後に同条第二項の規定によ る 勧告を 行う 場合について適

用し 、 施行日前に旧法第十四条第二項の規定によ る 勧告を 行っ た場合につい

ては、 なお従前の例によ る 。  

（ 政令への委任）  

第三条 前条に定める も ののほか、こ の法律の施行に関し 必要な経過措置（ 罰則

に関する 経過措置を 含む。） は、 政令で定める 。  

（ 検討）  

第四条 政府は、こ の法律の施行後五年を 目途と し て、こ の法律によ る 改正後の

規定について、その施行の状況等を勘案し て検討を 加え、必要がある と 認める

と き は、 その結果に基づいて所要の措置を 講ずる も のと する 。  

（ 地方税法の一部改正）  

第五条 地方税法（ 昭和二十五年法律第二百二十六号） の一部を 次のよ う に改正

する 。  

 〔 次のよ う 略〕  

（ 地方税法の一部改正に伴う 経過措置）  

第六条 前条の規定によ る 改正後の地方税法第三百四十九条の三の二第一項の

規定は、施行日の属する 年の翌年の一月一日（ 施行日が一月一日である 場合に

は、同日） を 賦課期日と する 年度以後の年度分の固定資産税について適用し 、

当該年度の前年度分ま での固定資産税については、 なお従前の例によ る 。  

（ 独立行政法人都市再生機構法の一部改正）  

第七条 独立行政法人都市再生機構法（ 平成十五年法律第百号） の一部を次のよ



105 

 

う に改正する 。  

 〔 次のよ う 略〕  

（ 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正）  

第八条 独立行政法人住宅金融支援機構法（ 平成十七年法律第八十二号） の一部

を 次のよ う に改正する 。  

 〔 次のよ う 略〕  
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空家等対策の推進に関する 特別措置法施行規則 

（ 平成 27 年 4 月総務省・ 国土交通省令第一号）  

 

空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成二十六年法律第百二十七号） 第十

四条第十一項〔 現行＝二二条一三項＝令和五年六月法律五〇号によ り 改正〕 の規

定に基づき 、 空家等対策の推進に関する 特別措置法施行規則を 次のよ う に定め

る 。  

 

（ 経済的社会的活動の拠点と し ての機能を 有する 区域）  

第一条 空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 以下「 法」 と いう 。） 第七条第

三項第五号の国土交通省令・ 総務省令で定める 区域は、次の各号に掲げる も の

と する 。  

一 地域再生法（ 平成十七年法律第二十四号） 第五条第四項第七号に規定する

商店街活性化促進区域 

二 地域再生法第五条第四項第十二号に規定する 農村地域等移住促進区域 

三 観光圏の整備によ る 観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する 法律（ 平成

二十年法律第三十九号） 第二条第二項に規定する 滞在促進地区 

四 前各号に掲げる も ののほか、地域における 住民の生活、産業の振興又は文

化の向上の拠点であって、生活環境の整備、経済基盤の強化又は就業の機会

の創出を 図る こ と が必要である と 市町村（ 特別区を含む。 以下同じ 。） が認

める 区域 

（ 公示の方法）  

第二条 法第二十二条第十三項の国土交通省令・ 総務省令で定める 方法は、市町

村の公報への掲載、 イ ンタ ーネッ ト の利用その他の適切な方法と する 。  

（ 空家等対策計画の作成等の提案）  

第三条 法第二十七条第一項の規定によ り 空家等対策計画の作成又は変更の提

案を 行おう と する 空家等管理活用支援法人は、 その名称又は商号及び主たる

事務所の所在地を 記載し た提案書に当該提案に係る 空家等対策計画の素案を

添えて、 市町村に提出し なければなら ない。  

  附 則  

こ の省令は、 空家等対策の推進に関する 特別措置法附則第一項ただし 書に規

定する 規定の施行の日（ 平成二十七年五月二十六日） から 施行する 。  

附 則〔 令和五年一二月一二日総務・ 国土交通省令第一号〕  

こ の省令は、空家等対策の推進に関する 特別措置法の一部を改正する 法律〔 令

和五年六月法律第五〇号〕 の施行の日（ 令和五年十二月十三日） から 施行する 。  
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管理不全空家等及び特定空家等に対する 措置に関する 適切な実施 

を 図る ために必要な指針（ ガイ ド ラ イ ン ）  

（ 平成 27 年 5 月国土交通省）  

管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考と なる 基準（ 概要）  

 

〔 別紙１ 〕 保安上危険に関し て参考と なる 基準 

 

 「 そのま ま 放置すれば倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状態（ 特定

空家等）」 又は「 そのま ま 放置すれば当該状態の特定空家等に該当する こ と と な

る おそれのある 状態（ 管理不全空家等）」 である か否かの判断に際し ては、 以下

に掲げる 放置し た場合の悪影響ご と に、 それぞれに掲げる 状態の例を 参考と し

て総合的に判断する 。なお、以下に掲げる 放置し た場合の悪影響及び状態の例に

よ ら ない場合も 、 個別の事案に応じ て適切に判断する 必要がある 。  

 

１ ． 建築物等の倒壊 

 以下に掲げる 状態の例であっ て建築物等の倒壊につながる も のを 対象と し て、

特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ １ ） 建築物 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い建築物の傾斜 

・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い屋根全体の変形又は

外装材の剥落若し く は脱落 

・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い構造部材（ 基礎、柱、

はり その他の構造耐力上主要な部分を いう 。 以下同

じ 。） の破損、 腐朽、 蟻害、 腐食等又は構造部材同士の

ずれ 

（ 管理不全空家等）  ・ 屋根の変形又は外装材の剥落若し く は脱落 

・ 構造部材の破損、 腐朽、 蟻害、 腐食等 

・ 雨水浸入の痕跡 

（ 備     考）  ・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い建築物の傾斜は、

1/20 超が目安と なる 。  

・ 傾斜を判断する 際は、 ２ 階以上の階のみが傾斜し てい

る 場合も 、 同様に取り 扱う こ と が考えら れる 。  

・ 屋根の変形又は外装材の剥落若し く は脱落は、 過去に

大き な水平力等が加わり 、 構造部材に破損等が生じ て

いる 可能性が高い事象である 。  

（ ２ ） 門、 塀、 屋外階段等 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い門、 塀、 屋外階段等
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の傾斜 

・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い構造部材の破損、 腐

朽、 蟻害、 腐食等又は構造部材同士のずれ 

（ 管理不全空家等）  ・ 構造部材の破損、 腐朽、 蟻害、 腐食等 

（ ３ ） 立木 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い立木の傾斜 

・ 倒壊のおそれがある ほど の著し い立木の幹の腐朽 

（ 管理不全空家等）  ・ 立木の伐採、 補強等がなさ れておら ず、 腐朽が認めら

れる 状態 

（ 備     考）  ・ 立木の傾斜及び腐朽に関し ては、「 都市公園の樹木の

点検・ 診断に関する 指針（ 案） 参考資料」（ 平成 29 

年９ 月 国土交通省） における 樹木の点検の考え方や

手法等が参考にでき る 。 以下３ ．（ ３ ） 及び４ ．

（ ２ ） において同様と する 。  

 

２ ． 擁壁の崩壊 

 以下に掲げる 状態の例であっ て擁壁の崩壊につながる も のを 対象と し て、 特

定空家等又は管理不全空家等である こ と を総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 擁壁の一部の崩壊又は著し い土砂の流出 

・ 崩壊のおそれがある ほど の著し い擁壁のひび割れ等の

部材の劣化、 水のし み出し 又は変状 

（ 管理不全空家等）  ・ 擁壁のひび割れ等の部材の劣化、 水のし み出し 又は変

状 

・ 擁壁の水抜き 穴の清掃等がなさ れておら ず、 排水不良

が認めら れる 状態 

（ 備     考）  ・ 擁壁の種類に応じ て、 それぞれの基礎点（ 環境条件・

障害状況） と 変状点の組合せ（ 合計点） によ り 、 擁壁

の劣化の背景と なる 環境条件を 十分に把握し た上で、

危険度を 総合的に評価する 。こ の場合、「 宅地擁壁の健

全度判定・ 予防保全対策マニュ アル」（ 令和４ 年４ 月 

国土交通省） が参考にでき る 。  

 

３ ． 部材等の落下 

 以下に掲げる 状態の例であっ て部材等の落下につながる も のを 対象と し て、

特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ １ ） 外装材、 屋根ふき 材、 手すり 材、 看板等 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 外装材、 屋根ふき 材、 手すり 材、 看板、 雨樋、 給湯設
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備、 屋上水槽等の剥落又は脱落 

・ 落下のおそれがある ほど の著し い外壁上部の外装材、

屋根ふき 材若し く は上部に存する 手すり 材、 看板、 雨

樋、 給湯設備、 屋上水槽等の破損又はこ れら の支持部

材の破損、 腐食等 

（ 管理不全空家等）  ・ 外壁上部の外装材、 屋根ふき 材若し く は上部に存する

手すり 材、 看板、 雨樋、 給湯設備、 屋上水槽等の破損

又はこ れら の支持部材の破損、 腐食等 

（ 備     考）  ・ 既に外装材等の剥落又は脱落がある 場合は、 他の部分

の外装材等の落下が生じ る 可能性が高いと 考える こ

と ができ る 。 ただし 、 上部の外装材等の落下が生じ る

かの判断が必要になる 。  

（ ２ ） 軒、 バルコ ニーその他の突出物 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 軒、 バルコ ニーその他の突出物の脱落 

・ 落下のおそれがある ほど の著し い軒、 バルコ ニーその

他の突出物の傾き 又はこ れら の支持部分の破損、 腐朽

等 

（ 管理不全空家等）  ・ 軒、 バルコ ニーその他の突出物の支持部分の破損、 腐

朽等 

（ 備     考）  ・ 既に軒等の脱落がある 場合は、 他の部分の軒等の落下

が生じ る 可能性が高いと 考える こ と ができ る 。  

（ ３ ） 立木の枝 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 立木の大枝の脱落 

・ 落下のおそれがある ほど の著し い立木の上部の大枝の

折れ又は腐朽 

（ 管理不全空家等）  ・ 立木の大枝の剪定、 補強がなさ れておら ず、 折れ又は

腐朽が認めら れる 状態 

（ 備     考）  ・ 既に立木の大枝の脱落がある 場合は、 他の上部の大枝

の落下が生じ る 可能性が高いと 考える こ と ができ る 。 

 

４ ． 部材等の飛散 

 以下に掲げる 状態の例であっ て部材等の飛散につながる も のを 対象と し て、

特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ １ ） 屋根ふき 材、 外装材、 看板等 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 屋根ふき 材、 外装材、 看板、 雨樋等の剥落又は脱落 

・ 飛散のおそれがある ほど の著し い屋根ふき 材、外装材、

看板、 雨樋等の破損又はこ れら の支持部材の破損、 腐
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食等 

（ 管理不全空家等）  ・ 屋根ふき 材、 外装材、 看板、 雨樋等の破損又はこ れら

の支持部材の破損、 腐食等 

（ 備     考）  ・ 既に屋根ふき 材等の剥落又は脱落がある 場合は、 他の

部分の屋根ふき 材等の飛散が生じ る 可能性が高いと

考える こ と ができ る 。  

（ ２ ） 立木の枝 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 立木の大枝の飛散 

・ 飛散のおそれがある ほど の著し い立木の大枝の折れ又

は腐朽 

（ 管理不全空家等）  ・ 立木の大枝の剪定、 補強がなさ れておら ず、 折れ又は

腐朽が認めら れる 状態 

（ 備     考）  ・ 既に立木の大枝の飛散がある 場合は、 他の部分の大枝

の飛散が生じ る 可能性が高いと 考える こ と ができ る 。 
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〔 別紙２ 〕 衛生上有害に関し て参考と なる 基準 

 

 「 そのま ま 放置すれば著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態（ 特定空家

等）」 又は「 そのま ま 放置すれば当該状態の特定空家等に該当する こ と と なる お

それのある 状態（ 管理不全空家等）」 である か否かの判断に際し ては、 以下に掲

げる 放置し た場合の悪影響ごと に、 それぞれに掲げる 状態の例を 参考と し て総

合的に判断する 。なお、以下に掲げる 放置し た場合の悪影響及び状態の例によ ら

ない場合も 、 個別の事案に応じ て適切に判断する 必要がある 。  

 

１ ． 石綿の飛散 

 以下に掲げる 状態の例であっ て石綿の飛散につながる も のを 対象と し て、 特

定空家等又は管理不全空家等である こ と を総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿

使用部材の破損等 

（ 管理不全空家等）  ・ 吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等 

 

２ ． 健康被害の誘発 

 以下に掲げる 状態の例であっ て健康被害の誘発につながる も のを 対象と し て、

特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ １ ） 汚水等 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 排水設備（ 浄化槽を含む。 以下同じ 。） から の汚水等の

流出 

・ 汚水等の流出のおそれがある ほど の著し い排水設備の

破損等 

（ 管理不全空家等）  ・ 排水設備の破損等 

（ ２ ） 害虫等 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 敷地等から の著し く 多数の蚊、 ねずみ等の害虫等の発

生 

・ 著し く 多数の蚊、 ねずみ等の害虫等の発生のおそれが

ある ほど の敷地等の常態的な水たま り 、 多量の腐敗し

たごみ等 

（ 管理不全空家等）  ・ 清掃等がなさ れておら ず、 常態的な水たま り や多量の

腐敗し たごみ等が敷地等に認めら れる 状態 

（ ３ ） 動物の糞尿等 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 敷地等の著し い量の動物の糞尿等 

・ 著し い量の糞尿等のおそれがある ほど 常態的な敷地等

への動物の棲みつき  



112 

 

（ 管理不全空家等）  ・ 駆除等がなさ れておら ず、 常態的な動物の棲みつき が

敷地等に認めら れる 状態  
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〔 別紙３ 〕 景観悪化に関し て参考と なる 基準 

 

 「 適切な管理が行われていないこ と によ り 著し く 景観を 損なっ ている 状態（ 特

定空家等）」 又は「 そのま ま 放置すれば当該状態の特定空家等に該当する こ と と

なる おそれのある 状態（ 管理不全空家等）」 である か否かの判断に際し ては、 以

下に掲げる 状態の例を 参考と し て総合的に判断する 。なお、以下に掲げる 状態の

例によ ら ない場合も 、 個別の事案に応じ て適切に判断する 必要がある 。  

 

 以下に掲げる 状態の例であっ て景観悪化につながる も のを 対象と し て、 特定

空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 屋根ふき 材、 外装材、 看板等の著し い色褪せ、 破損又

は汚損 

・ 著し く 散乱し 、 又は山積し た敷地等のごみ等 

（ 管理不全空家等）  ・ 補修等がなさ れておら ず、 屋根ふき 材、 外装材、 看板

等の色褪せ、 破損又は汚損が認めら れる 状態 

・ 清掃等がなさ れておら ず、 散乱し 、 又は山積し たごみ

等が敷地等に認めら れる 状態 

（ 備     考）  ・ 景観法に基づく 景観計画、 同法に基づく 景観地区にお

ける 都市計画等において、 上記の状態に関係する 建築

物の形態意匠に係る 制限等が定めら れている 場合は、

上記の状態に該当する こ と の判断を 積極的に行う こ

と が考えら れる  
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〔 別紙４ 〕 周辺の生活環境の保全への影響に関し て参考と なる 基準 

 

 「 その他周辺の生活環境の保全を 図る ために放置する こ と が不適切である 状

態（ 特定空家等） 」 又は「 そのま ま 放置すれば当該状態の特定空家等に該当する

こ と と なる おそれのある 状態（ 管理不全空家等） 」 である か否かの判断に際し て

は、以下に掲げる 放置し た場合の悪影響ごと に、それぞれに掲げる 状態の例を 参

考と し て総合的に判断する 。なお、以下に掲げる 放置し た場合の悪影響及び状態

の例によ ら ない場合も 、 個別の事案に応じ て適切に判断する 必要がある 。  

 

１ ． 汚水等によ る 悪臭の発生 

 以下に掲げる 状態の例であっ て汚水等によ る 悪臭の発生につながる も のを 対

象と し て、 特定空家等又は管理不全空家等である こ と を総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 排水設備（ 浄化槽を 含む。 以下同じ 。 ） の汚水等によ

る 悪臭の発生 

・ 悪臭の発生のおそれがある ほど の著し い排水設備の破

損等 

・ 敷地等の動物の糞尿等又は腐敗し たごみ等によ る 悪臭

の発生 

・ 悪臭の発生のおそれがある ほど の著し い敷地等の動物

の糞尿等又は多量の腐敗し たごみ等 

（ 管理不全空家等）  ・ 排水設備の破損等又は封水切れ 

・ 駆除、 清掃等がなさ れておら ず、 常態的な動物の棲み

つき 又は多量の腐敗し たご み等が敷地等に認めら れ

る 状態 

 

２ ． 不法侵入の発生 

 以下に掲げる 状態の例であっ て不法侵入の発生につながる も のを 対象と し て、

特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 不法侵入の形跡 

・ 不特定の者が容易に侵入でき る ほど の著し い開口部等

の破損等 

（ 管理不全空家等）  ・ 開口部等の破損等 

 

３ ． 落雪によ る 通行障害等の発生 

 以下に掲げる 状態の例であっ て落雪によ る 通行障害等の発生につながる も の

を対象と し て、 特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。 

（ 特 定 空 家 等）  ・ 頻繁な落雪の形跡 
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・ 落下し た場合に歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあ

る ほど の著し い屋根等の堆雪又は雪庇 

・ 落雪のおそれがある ほど の著し い雪止めの破損等 

（ 管理不全空家等）  ・ 通常の雪下ろし がなさ れていないこ と が認めら れる 状

態 

・ 雪止めの破損等 

（ 備     考）  ・ 豪雪地帯対策特別措置法第２ 条第１ 項に基づく 豪雪地

帯又は同条第２ 項に基づく 特別豪雪地帯の指定等当

該地域における 通常の積雪の程度等を 踏ま えて、 上記

状態に該当する こ と の判断を 適切に行う こ と が考え

ら れる 。  

 

４ ． 立木等によ る 破損・ 通行障害等の発生 

 以下に掲げる 状態の例であっ て立木等によ る 破損・ 通行障害等の発生につな

がる も のを 対象と し て、 特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に

判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のお

それがある ほど の著し い立木の枝等のはみ出し  

（ 管理不全空家等）  ・ 立木の枝の剪定等がなさ れておら ず、 立木の枝等のは

み出し が認めら れる 状態 

 

５ ． 動物等によ る 騒音の発生 

 以下に掲げる 状態の例であっ て動物等によ る 騒音の発生につながる も のを 対

象と し て、 特定空家等又は管理不全空家等である こ と を総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 著し い頻度又は音量の鳴き 声を発生する 動物の敷地等

への棲みつき 等 

（ 管理不全空家等）  ・ 駆除等がなさ れておら ず、 常態的な動物等の棲みつき

等が敷地等に認めら れる 状態 

 

６ ． 動物等の侵入等の発生 

 以下に掲げる 状態の例であっ て動物等の侵入等の発生につながる も のを 対象

と し て、 特定空家等又は管理不全空家等である こ と を 総合的に判断する 。  

（ 特 定 空 家 等）  ・ 周辺への侵入等が認めら れる 動物等の敷地等への棲み

つき  

（ 管理不全空家等）  ・ 駆除等がなさ れておら ず、 常態的な動物等の棲みつき

が敷地等に認めら れる 状態 
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固定資産税の課税のために利用する 目的で保有する 空家等の 

所有者に関する 情報の内部利用等について 

（ 平成 27 年 2 月 26 日付け国住備第 943 号・ 総行地第 25 号）  

 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を 及ぼし ている こ と に鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を 保

護する と と も に、その生活環境の保全を 図り 、あわせて空家等の活用を 促進する

ため、 空家等に関する 施策に関し 、 国によ る 基本指針の策定、 市町村（ 特別区を

含む。） によ る 空家等対策計画の作成その他の空家等に関する 施策を推進する た

めに必要な事項を 盛り 込んだ空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成２ ６

年法律第１ ２ ７ 号。以下「 法」 と いう 。） が平成２ ６ 年１ １ 月２ ７ 日に公布さ れ、

法第１ ０ 条の規定に基づき 、 市町村長（ 特別区の区長を 含む。 以下同じ 。） は、

空家等の所有者等に関する 情報について、 内部で利用する こ と ができ る こ と と

さ れたと こ ろです。 法は平成２ ７ 年２ 月２ ６ 日から 一部施行さ れる こ と と なり

ま すが、こ れを 受け、今後、市町村の空家等に関する 施策を担当し ている 部局（ 以

下「 空家等施策担当部局」 と いう 。） が行う 固定資産税の課税のために利用する

目的で保有する 空家等の所有者に関する 情報の内部利用等の取扱いについては、

その適切かつ円滑な実施に向け、下記事項に御配慮頂く と と も に、貴管内市町村

（ 特別区を 含み、 政令市を除く 。） に対し ても 周知頂き ま すよ う お願いいたし ま

す。なお、こ のこ と については総務省自治税務局と も 協議済みである こ と を 申し

添えま す。   

 

記 

 

１  内部で利用する こ と が可能な情報について  

市町村長は、法第１ ０ 条第１ 項の規定に基づき 、市町村の税務部局が地方税に

関する 調査等に関する 事務に関し て知り 得た情報のう ち、 固定資産税の課税の

ために利用する 目的で保有する 情報であっ て法第２ 条第１ 項に規定する 空家等

（ 以下「 空家等」 と いう 。） の所有者に関する 氏名その他の法の施行のために必

要な限度の情報（ 具体的には、 空家等の所有者（ 納税義務者） 又は必要な場合に

おける 納税管理人の氏名又は名称並びに住所及び電話番号と いっ た事項に限ら

れる 。）のう ち不動産登記簿情報等と し て一般に公開さ れていないも の（ 以下「 固

定資産税関係所有者情報」 と いう 。） について、 地方税法第２ ２ 条の守秘義務に

抵触する こ と なく 、法の施行のために必要な限度において、空家等施策担当部局

が法に基づく 措置を講ずる 目的のために、内部で利用する こ と が可能である 。な

お、 不動産登記簿情報等、 一般に公開さ れている 情報については、 従前ど おり 、

地方税法第２ ２ 条の守秘義務に抵触する こ と なく 、 利用する こ と が可能である 。  
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２  内部で利用する に当たっ ての手続  

市町村の空家等施策担当部局が固定資産税関係所有者情報の提供を 求める 際

には、書面によ り 、空家等の敷地の地番その他当該空家等の所在地を確認でき る

情報を 税務部局に提供し た上で提供を 求める など 、 照会の方法を 事前に税務部

局と 調整の上、 行う も のと する 。   

３  把握し た情報の活用  

１ によ り 固定資産税関係所有者情報を 空家等施策担当部局が利用する こ と が

でき る のは、法の施行のために必要な限度においてであり 、例えば、空家等担当

部局が空家等に係る 固定資産税の納税義務者本人又は必要な場合における 納税

管理人に対し 、 空家等の所有者を 確認する ために連絡を と る 場面において固定

資産税関係所有者情報を 活用する こ と は可能である が、 納税義務者本人又は必

要な場合における 納税管理人以外に固定資産税関係所有者情報を 漏ら す行為は、

法の施行のために必要な限度においての利用と は解さ れない。なお、正当な理由

なく 固定資産税関係所有者情報を 漏ら す行為は、 地方公務員法第３ ４ 条の守秘

義務に違反する こ と にも 留意が必要である 。   

４  都知事から 特別区の区長への情報の提供  

都知事は、 特別区の区長から 固定資産税関係所有者情報の提供を 求めら れた

と き は、法第１ ０ 条第２ 項の規定に基づき 、こ の法律の施行のために必要な限度

において、速やかに当該情報の提供を行う も のと さ れている が、その際に提供が

可能な情報、提供に当たっての手続及び把握し た情報の活用については、上記１

から ３ ま でに準ずる 取扱いと なる も のである 。  
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地方税法 

（ 昭和 25 年法律第 226 号）（ 抜粋）  

 

（ 住宅用地に対する 固定資産税の課税標準の特例）  

第三百四十九条の三の二  専ら 人の居住の用に供する 家屋又はその一部を 人

の居住の用に供する 家屋で政令で定める も のの敷地の用に供さ れている 土地

で政令で定める も の（ 前条（ 第十二項を 除く 。） の規定の適用を 受ける も の並

びに空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成二十六年法律第百二十七号）

第十三条第二項の規定によ り 所有者等（ 同法第五条に規定する 所有者等を い

う 。 以下こ の項において同じ 。） に対し 勧告がさ れた同法第十三条第一項に規

定する 管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定によ り 所有者等に対

し 勧告がさ れた同法第二条第二項に規定する 特定空家等の敷地の用に供さ れ

ている 土地を除く 。 以下こ の条、次条第一項、 第三百五十二条の二第一項及び

第三項並びに第三百八十四条において「 住宅用地」 と いう 。） に対し て課する

固定資産税の課税標準は、 第三百四十九条及び前条第十二項の規定にかかわ

ら ず、 当該住宅用地に係る 固定資産税の課税標準と なる べき 価格の三分の一

の額と する 。  

２  住宅用地のう ち、次の各号に掲げる 区分に応じ 、当該各号に定める 住宅用地

に該当する も の（ 以下こ の項において「 小規模住宅用地」 と いう 。） に対し て

課する 固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規

定にかかわら ず、 当該小規模住宅用地に係る 固定資産税の課税標準と なる べ

き 価格の六分の一の額と する 。  

一  住宅用地でその面積が二百平方メ ート ル以下であ る も の 当該住宅用

地 

二  住宅用地でその面積が二百平方メ ート ルを 超える も の 当該住宅用地

の面積を 当該住宅用地の上に存する 住居で政令で定める も のの数（ 以下こ

の条及び第三百八十四条第一項において「 住居の数」 と いう 。） で除し て得

た面積が二百平方メ ート ル以下である も のにあっ ては当該住宅用地、 当該

除し て得た面積が二百平方メ ート ルを 超える も のにあっ ては二百平方メ ー

ト ルに当該住居の数を乗じ て得た面積に相当する 住宅用地 

３  前項に規定する 住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し 必要な事項

は、 総務省令で定める 。  
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 空家法の施行に伴う 改正地方税法の施行について 

（ 平成 27 年 5 月 26 日付け総税固第 41 号）  

 

空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成 26 年法律第 127 号。 以下「 空家

法」 と いう 。） の施行に伴い、 地方税法等の一部を 改正する 法律（ 平成 27 年法律

第２ 号） 第 1 条中地方税法第 349 条の 3 の 2 第 1 項の改正規定及び附則第 17 条

第 3 項の規定が、 平成 27 年 5 月 26 日から 施行さ れま す。  

こ れに伴い、 地方税法（ 昭和 25 年法律第 226 号） 第 349 条の 3 の 2 第 1 項に

規定する 住宅用地のう ち、 賦課期日現在において、 空家法第 14 条第 2 項の規定

によ り 所有者等に対し 勧告がさ れた同法第２ 条第２ 項に規定する 特定空家等の

敷地の用に供さ れている 土地については、 住宅用地に対する 固定資産税及び都

市計画税の課税標準の特例（ 以下「 住宅用地特例」 と いう 。） の適用対象から 除

外さ れる こ と と なり ま すので、適切に対応いただく と と も に、下記事項にご留意

いただき ま すよ う お願いいたし ま す。  

ま た、貴都道府県内の市区町村に対し ても 、こ の旨を ご連絡いただき ま すよ う

お願いいたし ま す。  

なお、 本通知は地方自治法（ 昭和 22 年法律第 67 号） 第 245 条の４ （ 技術的な

助言） に基づく も のです。  

 

記 

 

１  空家法に基づく 勧告の対象と なる 「 特定空家等」 と は、「 そのま ま 放置すれ

ば倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と

なる おそれのある 状態、 適切な管理が行われていないこ と によ り 著し く 景観

を 損なっ ている 状態その他周辺の生活環境の保全を 図る ために放置する こ と

が不適切である 状態にある と 認めら れる 空家等を いう 。」（ 空家法第 2 条第 2

項） も のであり 、勧告がさ れた特定空家等の敷地の用に供さ れている 土地につ

いて住宅用地特例の適用対象から 除外さ れる も のである こ と 。  

２  賦課期日において、勧告に基づく 必要な措置が講じ ら れた場合等には、住宅

用地特例が適用除外さ れないこ と から 、 空き 家担当部局と も 十分連携を 図る

必要がある 。（ 別添『「 特定空家等に対する 措置」 に関する 適切な実施を図る た

めに必要な指針（ ガイ ド ラ イ ン）』 参照）  

３  特定空家等と し て勧告さ れた場合、当該特定空家等に係る 家屋について、当

該勧告の内容を 踏ま え、「 地方税法第三百四十九条の三の二の規定における 住

宅用地の認定について」（ 平成 9 年 4 月 1 日自治固第 13 号） 中、「 一住宅の認

定」 を 参考に、 その現況を 十分確認する こ と 。 その際、 当該家屋の用途や損耗

状況等についても 確認する こ と 。   
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